
 

 

 

 

 

商標審査基準 
〔改訂第 10 版一部改正〕 

平成２６年８月１日適用 
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商標審査基準 沿革 

 

昭和４６年 ３月３１日 公表 

昭和５２年 ９月１０日 公表 

昭和６１年 ６月２５日 公表 

平成 ４年 ３月２３日 公表 

平成 ７年 ７月２０日 公表 

平成 ９年 ３月３１日 公表 

平成１２年 ６月 ５日 公表 

平成１７年１２月 ９日 公表 

平成１８年１２月２８日 公表 

平成２４年 ３月３０日 公表 

平成２４年１１月 1 日 公表 

平成２６年 ８月 1 日 公表 

 

 



 

改訂第１０版の発行にあたり 

 

「特許法等の一部を改正する法律」が平成２３年６月８日に平成２３年法律

第６３号として公布され、平成２４年４月１日より施行されることになりまし

た。 

 

今回の改正においては、特許法のほか、商標法についても、①出願人の利便

性の向上の観点から、商標法第４条第１項第９号及び同法第９条第１項に規定

する特許庁長官による博覧会の指定制度を廃止し、特許庁長官の定める基（平

成２４年特許庁告示第６号）に適合する博覧会については、事前の指定を経る

ことなく、当該博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標について不登録

事由の対象にするとともに、出願時の特例の主張をすることを可能とした、②

早期の権利取得というユーザーのニーズに応える観点から、登録商標に係る商

標権が消滅した後も１年間は他人の商標登録を禁じていた商標法第４条第１項

第１３号を廃止した、等の改正を行いました。 

 

審査基準の改訂第１０版においては、上記の商標法の一部改正に対応するた

めに、商標法第４条第１項第９号及び第１１号の審査基準の修正、同項第１３

号の審査基準の廃止、さらに、同法第９条第１項の審査基準の新設等の見直し

を行いました。 

 

この審査基準が適正な商標出願のための一助として、ユーザーの方々にも利

用され、円滑な商標審査に資する資料として活用いただければ幸甚です。 

 

平成２４年３月 

 

        特許庁審査業務部商標課長 

林  栄 二 

 

 



改訂第９版の発行にあたり 

 
「意匠法等の一部を改正する法律」が平成１８年６月７日に平成１８年法律

第５５号として公布され、平成１９年４月１日より施行されることに伴い、商

標法において小売業等に係る商標が新たにサービスマーク（役務に係る商標）

として保護されることになりました。 

また、同改正に係る産業構造審議会知的財産政策部会の報告書「商標制度の

在り方について」においては、小売業等に係る商標をはじめとした商標登録出

願について出願人の商標の使用意思の確認を強化すべきことや、先願登録商標

との類否の審査について当事者である引用商標の商標権者の取引の実情を示す

説明書が提出された場合は判断材料の一つとして説明書を参酌できるよう運用

を改善すべきことが指摘されたところです。 

今回の審査基準の改訂では、主に、上記商標法の改正に対応すると同時に上

記報告書の指摘を踏まえた審査運用の改善を行うべく、小売業者等に係る商標

に関する審査基準、上記報告書の指摘に対応する商標法第３条第１項柱書の運

用及び同法第４条第１項第１１号の運用に関する審査基準を新たに作成し、さ

らに、地域団体商標に関する法施行後の実態を踏まえ同法第７条の２の要件等

をより明確化するための追加を行いました。 
 
本書を、今後の適正な出願のための基準、商標制度活用のための資料として

ご活用いただければ幸甚です。 
 
 
平成１９年１月 
 

         特許庁審査業務部商標課長 
林  二 郎 

 
 



 

改訂第８版の発行にあたり 

 

地域ブランドをより適切に保護することにより、競争力の強化と地域経済の活

性化を支援するため、「商標法の一部を改正する法律」が平成１７年６月１５日

に平成１７年法律第５６号として公布され、平成１８年４月１日より地域団体商

標制度を導入することとなりました。 

 

今回の改正は、地域の名称と商品（役務）の名称等からなる商標について、事

業協同組合や農業協同組合等の団体によって、地域との密接な関連性を有する商

品（役務）に使用されたことにより一定程度の周知性を獲得した場合には、地域

団体商標として商標登録を受けることができることになりました。 

 

そこで、地域団体商標に関する審査の統一的な運用を図るため、商標法第７条

の２の審査基準を新たに作成しました。また、併せて同法第３条第１項第１号及

び同条第２項、同法第４条第１項第１１号及び同項第１６号の見直し及び修正を

行いました。 

 

本書を、今後の適正な出願のための基準、商標制度活用のための資料としてご

活用いただければ幸甚です。 

 

平成１８年１月 

 

         特許庁審査業務部商標課長 

田 代 茂 夫 



改訂第７版の発行にあたり 

 

 「標章の国際登録に関するマドリッド協定の１９８９年６月２７日にマドリ 

ッドで採択された議定書」（以下「議定書」という。）の締結が、第１４５回 

通常国会において承認され、議定書を実施するための「特許法等の一部を改正 

する法律」が平成１１年５月７日に同国会において成立し、同年５月１４日に 

法律第４１号として公布されました。議定書は、平成１２年３月１４日に我が 

国について発効し、議定書実施関連の改正規定も同日に施行されています。 

 改正商標法は、国際登録に基づき我が国を指定する領域指定を国際登録の日 

にされた我が国の商標登録出願とみなし、また、我が国を事後指定した場合の 

領域指定を国際登録簿に記録された事後指定の日にされた商標登録出願とみな 

すこととし、国際登録に基づく手続を国内段階に繋げて我が国の商標法を適用 

することにしました（第６８条の９）。 

 しかし、このような国際商標登録出願について、国際登録簿により管理され 

る国際登録制度の仕組み上、商標法の規定をそのまま適用できないものについ 

ては特例を規定しています。 

 そこで、国際商標登録出願を特例的に取り扱う場合には、従前の国内基準に 

例外を設ける等の改正を行うとともに、改正商標法で新設された規定に関する 

審査基準を新たに設けました。 

 また、商標法第４条第１項第１４号に関する審査基準については、種苗法改正

に伴う条文の訂正等を行いました。 

 さらに、平成１２年１月１日から商標登録出願におけるペーパーレスシステ 

ムを導入したことに伴う改正も行いました。 

 本書を、今後の適正な商標管理の資料としてご活用下さい。 

 また、よりよき商標審査基準を作るために関係各位の適切なご意見、ご批判 

をいただければ幸甚です。 

 

平成１２年４月６日 

特許庁審査第一部商標課長 

田 邉 秀 三 



 

商標審査基準改訂第６版の発行にあたり 

 

 本書は、特許庁が商標登録出願を適正かつ統一的に審査するための基準で、 

平成８年の商標法改正に伴って改訂された改訂第６版(６回目の改訂版)です。 

 ｢商標法等の一部を改正する法律｣が平成８年６月４日、第 136 回通常国会 

において成立し同年６月１２日に法律第 68 号として公布されました。 

 商標法は、昭和 34 年改正により現行制度の骨格が形成されて以来 36 年を経過 

していますが、この間、国際情勢においては、商品及びサービスの国際的な取 

引の増大、企業活動のボーダーレス化の進展に伴い商標制度の国際的な調和や 

簡素化が喫緊の課題となりました。この状況を反映し、平成６年に商標に関す 

る手続の簡素化及び国際的調和を目的とする｢商標法条約｣が締結されました。 

また、目を転ずると、国内においては、我が国経済の発展、商品・サービスの 

差別化の進展等により商標制度の利用に対する新しいニーズが生じる一方で、 

不使用商標対策、早期権利付与等の要請が強まりました。 

 

 今回の商標法一部改正は上記内外の情勢変化に対応したものであり、 

①商標法条約対応のために一出願多区分制の導入、出願人の業務記載の廃止、 

更新時の実体審査、登録商標の使用チェックの廃止等、 

②不使用商標対策として連合商標制度の廃止等、 

③早期権利付与の確保のために商標権付与後の登録異議申立制度への移行、先 

願未登録商標に基づく拒絶理由の通知、標準文字制度の採用等、 

④著名商標の保護のために不正目的による商標登録出願の排除、 

⑤経済活動活性化支援のために立体商標制度の導入、団体商標制度の明文化、 

書換制度の導入等、 

数多くの改正がなされました。 

 

 この改正に合わせ「商標審査基準」を大幅に改訂しました。新たに「標準文 

字｣、「立体商標｣、｢団体商標｣、｢指定商品の書換｣等に関する審査の判断基準 

を設けるとともに、従来の「連合商標｣、｢商標登録異議の申立て｣、｢存続期間 

の更新登録」に関する基準を商標法の改正に合わせ削除するなどの改訂を行い 

ました。 

 また、一出願多区分制の導入に伴い一出願で商品と役務の双方を指定する場 

合があること等を踏まえ、商品に係る商標審査基準と役務に係る商標審査基準 

の 2 編に分けて構成していたものを統合しました。 

 なお、改訂にあたっては工業所有権審議会の｢商標法等の改正に関する答申｣ 

の内容、趣旨、そして「商標法条約」の内容や締結に至る経緯をも踏まえまし 

た。 

 

 当書を、今後の適正な出願のための基準、商標制度活用のための資料として 



ご活用下さい。 

 また、よりよき商標審査基準を作るために関係各位の適切なご意見、ご批判 

をいただければ幸甚です。 

 

 平成９年３月３日 

特許庁 商標課長 

能 條 佑 敬 



 

改訂版の発行にあたり 

 

 特許法等の一部を改正する法律(平成６年法律第 116 号)により、商標法が改 

正された。今回の商標法の改正は、主に、世界貿易機関を設立するマラケシュ 

協定(ＷＴＯ)の確実な実施を確保すること、特許付与前に行っていた異議申 

立てを特許付与後に行うこととするいわゆる特許法の付与後異議制度の採用に 

伴って関係規定を整備すること等を目的とするものであり、この結果、ぶどう 

酒又は蒸留酒の産地の表示の保護に関する第４条第１項第 17 号の規定が新設さ 

れたほか、実体的には変更がないとはいえ異議申立て等に関する商標法の根拠 

規定も大幅に改正された。 

 そこで、改正商標法の施行後も商標登録出願に関する審査を適正かつ統一的 

に行うため、｢商標審査基準｣についても、改正後の商標法に合致させるため見 

直し及び修正を行うこととした。具体的には、新たな拒絶理由である第４条第 

１項第 17 号に関する基準を設けるとともに、異議申立てや補正の却下等に関す 

る基準を商標法の改正に伴い整理し直すものとなっている。 

 これらの改訂内容は、ＷＴＯとして結実したガット・ウルグアイラウンドの 

ＴＲＩＰＳ交渉の経緯をも踏まえ、商標の審査部内で検討し、決定したもので 

ある。 

 なお、今回の商標法の改正においては、施行が平成７年７月１日の規定と平 

成８年１月１日の規定が存するが、この「商標審査基準」についても、関係規 

定の施行に合わせて施行することとなる。 

 これが適正な出願のための基準とされることを望むものである。 

 

平成 7 年 6 月 19 日 

特許庁審査第一部商標課長 

佐 藤 邦 茂 



改訂版の発行にあたり 

 

 商標法等の一部が改正(平成３年法律第 65 号、政令第 298 号、同第 299 号、通 

商産業省令第 70 号)されたことにより、平成４年４月１日にサービスマーク登 

録制度導入とともに国際分類を主たる体系として採用することとなったが、こ 

の改正に伴って、商標登録出願に関する審査を適正かつ統一的に行うために、 

現行の「商標審査基準」を見直し、改めることとした。 

 今回の改訂版においては、現行｢商標審査基準｣(商品に係る商標に関するも 

の)の各基準について所要の修正を行い、サービスマークに関する審査基準を 

新たに追加した。 

 その主な内容は、①「願書に記載された出願人の業務に係る商品又は役務と 

指定商品又は指定役務は同一若しくは類似の範囲内でなければならない｡｣とす 

る商標法第３条第１項柱書きに関する審査基準の変更 ②商品と役務の類否の 

判断基準の追加 ③「第○類 ○○その他本類に属する商品」というような、 

いわゆる全額指定の排除を内容とする商品又は役務の指定に関する基準の変更、 

その他所要の修正を行った。 

 なお、｢商品に係る商標」と「サービスマーク」は、識別対象が｢商品｣と｢役 

務」の相違があってもそれが果たす機能は同一であるため、両者の登録要件・ 

不登録事由等に関する審査基準も基本的には同様のものになる。従って、｢商品 

に係る商標審査基準」と「役務（サービス）に係る商標審査基準」は、その内 

容において重複する部分が多いが、サービスマーク登録制度の導入によってサー 

ビス事業者等がこの基準を初めて利用することも考慮して、両基準を別々に作 

成し 1 冊に合本した。 

 また、役務に係る更新登録出願の審査基準は、現行の更新登録出願の審査基 

準に倣うこととなろうが、10 年後に生ずる問題でもあり、役務に係る商標の審

判決例等を待って作成すべきであるとの判断から、相当の期間経過後にこれを 

作成し公表することとした。 

 

 この基準は、関係団体・協会等の意見を踏まえて商標審査都内において検討 

し、決定したものである。 

 ここにその内容を公表し、適正な出願の基準とされることを望むものである。 

 

平成４年３月 

特許庁審査第一部商標課長 

細 井 貞 行 



 

改訂版の発行にあたり 

 

 商標法等の一部が改正されたことにより、新たに行われることとなった登録 

商標の使用義務の強化に関する審査を適正かつ統一的に行うために「登録商標 

の使用の認定に関する審査基準」及び「商標の使用の事実を示す資料及び商標 

の使用に係る商品に関する審査基準」等を作成し公表してきた。 

 今回、商標審査基準にこれらを組み入れるとともに第３条第１項柱書き等を 

含め関連部分に修正を加え改訂することとした。 

 この改訂は、商標審査部内において検討し、決定したものである。 

 ここにその内容を公表する。 

 適正な出願のための基準とされることを望むものである。 

 

昭和 56 年３月 31 日 

特許庁審査第一部商標課長 

青 木   実 



改訂版の発行にあたり 

 

 これまで公表してきた商標審査基準のうち、商標の類似特に称呼類似に関す 

る部分および周知標章についての基準を改訂した。 

 今回の改訂は、いずれも、さきの工業所有権審議会および商標審査基準協議 

会の意見をうけ、商標審査部内で検討し決定したものである。 

 ここにその内容を公表する。 

 適正な出願のための基準とされることを望むものである。 

 

昭和 52 年 8 月 10 日 

特許庁審査第一部商標課長 

石 川 義 雄 



 

 

序 文 

 

 法律の運用にあたっては、行政庁にある程度の裁量がまかされているので、 

ほとんどの行政庁は、条文解釈等を通達することによって、その法律運用の妙 

を図っている。しかし、それがあまりにも程度をこえると、いわゆる通達行政 

の弊害が顕著になり、国民の利益が害されるようなことになりかねない。 

 このような実害を防止するため、戦後制定された法律の多くは、定義規定を 

設けたり、解釈規定を明文化するのが例となっている。ところが商標法のよう 

に取引の実態の変化に伴って、運用解釈も変えざるを得ないような実体法につ 

いては、それだけに頼る方法ではどうしても運用上限界が生ずるものである。 

そこで、特許庁では、商標法を円滑に運用し、審査の適正と迅速化を期するた 

め、外部に公表せず、庁内用としてではあるが、とくに商標審査基準を作成の 

うえ、ここ 10 年間、商標法の運用をおこなってきた。しかるに、現行の審査基 

準では、高度成長経済に伴い、めまぐるしく、変動する経済社会の状勢に対応 

することが段々とできなくなってきている。そこで、現在の経済的、社会的客 

観状勢に即応するよう商標審査基準を今般改正することにした。それと同時に 

この審査基準によって秩序ある商標出願を今後期待するとともに、この審査基 

準に対する民間の意見を広く求めるため、試みに公開することにした。なお、 

この審査基準が作成されるまでの経過は、次のとおりであった。 

 審査第一部の商標第一課および第二課内に設置されている商標審査基準委員 

会において、昭和 44 年 12 月から改正作業を開始した。その後、委員会で検討を 

重ねること約 40 回、漸く最終案を作成し、審査官会議での審議および総務課に 

おける法律的再検討を経た後、庁議の了承を得て、昭和 46 年 3 月庁内手続を終 

え、公開のはこびになったものである。この間、民間関係者の代表として、日 

本特許協会と弁理士会の見解を求めて参考にしている。また、このたびの審査基

準作成に当っては、次の諸点に注意して改正された。 

１．拒絶理由通知書の記載方法など庁内手続だけのものは、極力削除した。 

２．法律的解釈が難解であって、多くの学説に岐れているものは、記載するこ 

  とを避けた。 

３．旧審査基準では現在における取引の実態に即してないものは、最近の実情 

  に合致するよう改正した。 

４．各条項ごとに適切な具体例のある場合は、なるべく多数の例を挙げるよう 

  に努めたが、内容の性質上、誤解を招くおそれのある事例については、列 

  挙しない方針をとった。 

 このように商標審査基準を今般制定し公開することにしたが、これは、審査 

官による判断の統一、審査の適正および促進を期するだけでなく、一般に公表 



することによって、各界の忌憚なき意見を徴し、その結果、第２次、第３次と 

審査基準の改正を重ね、よりよき商標審査基準を完成することにしているから 

である。従って今後関係各位の適切なご批判をいただければ、幸いである。 

 

昭和 46 年 3 月 31 日 

特許庁審査第一部長 

大 久 保 一 郎 
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第１ 第３条第１項 

                          （商標登録の要件） 

 

一、第３条第１項全体 
 
 

第３条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については

 、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 

 一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章

  のみからなる商標 

 二 その商品又は役務について慣用されている商標 

 三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状  

（包装の形状を含む。）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは 

 時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途 

 、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられ 

 る方法で表示する標章のみからなる商標 

 四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみか

  らなる商標 

 五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標 

 六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役 

  務であることを認識することができない商標 

 

１．第３条第１項の規定に該当するか否かの判断時期は、査定時とする。 

２．第３条第１項各号に該当する文字に単に厚みをもたせたにすぎない立体的形 

状のみからなる立体商標は、原則として、第３条第１項の当該号の規定に該当

するものとする。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 
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○商標審査便覧 

41.100.02 立体商標の識別力の審査に関する運用について 

 

○審判決要約集（第３条第１項全体） 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/41_100_02.pdf�
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_shinketu/ichiran01.pdf#page=2�


 

 

二、第３条第１項柱書 

 
 

 第３条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標について 

は、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 

 

１．「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をしないことが明らかであ

るときは、原則として、第３条第１項柱書により登録を受けることができる商

標に該当しないものとする。 

（例）① 出願人の業務の範囲が法令上制限されているために、出願人が指定 

商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合 

② 指定商品又は指定役務に係る業務を行うことができる者が法令上制 

限されているため、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わ

ないことが明らかな場合 

２．願書に記載された指定商品又は指定役務が次の(1)又は(2)に該当するときは、

原則として、商標の使用の前提となる指定商品又は指定役務に係る業務を出願

人が行っているか又は行う予定があるかについて合理的疑義があるものとして、

第３条第１項柱書により登録を受けることができる商標に該当しないものとす

る旨の拒絶理由の通知を行い、出願人の業務を通じて、商標の使用又は使用意

思を確認するものとする。 

  ただし、出願当初から後記３．に基づく資料が提出され、商標の使用又は使

用意思が確認できる場合を除く。 

(1) 商標法第２条第２項に規定する役務（以下「小売等役務」という。）につ

いて 

(ｲ) 「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う

小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」（以下、

「総合小売等役務」という。）に該当する役務を個人（自然人をいう。）

が指定してきた場合。 
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(ﾛ) 総合小売等役務に該当する役務を法人が指定してきた場合であって、

「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであるか否

かについて調査を行っても、出願人が総合小売等役務を行っているとは

認められないとき。 

(ﾊ) 類似の関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合。 

(2) 商品・役務の全般について 

 １区分内での商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるため、指定商品

又は指定役務について商標の使用又は使用の意思があることに疑義がある場

合。 

３．上記２．による拒絶理由の通知をした場合、商標の使用又は使用意思の確

認は、次のとおり行うものとする。 

(1) 「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであることを

明らかにするためには、少なくとも、類似群ごとに、指定商品又は指定役務

に係る業務を出願人が行っているか又は行う予定があることを明らかにする

必要があるものとする。 

(2) 指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っていることの証明は、例

えば、次の証拠方法によるものとする。 

① 印刷物（新聞、雑誌、カタログ、ちらし等） 

② 店舗及び店内の写真  

③ 取引書類（注文伝票、納品書、請求書、領収書等） 

④ 公的機関等（国、地方公共団体、在日外国大使館、商工会議所等）の

証明書 

⑤ 同業者、取引先、需要者等の証明書 

⑥ インターネット等の記事 

⑦ 小売等役務に係る商品の売上高が判る資料等 

(3) 小売等役務に係る業務を行っていることの証明は、次によることとする。 

(ｲ) 総合小売等役務に属する小売等役務については、例えば、次の資料に

よって総合的に証明される。 



 

 

① 小売業又は卸売業を行っていること。 

② その小売等役務の取扱商品の品目が、衣料品、飲食料品及び生活用

品の各範疇にわたる商品を一括して１事業所で扱っていること。 

③ 衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇のいずれもが総売上高の１

０％～７０％程度の範囲内であること。 

(ﾛ) 総合小売等役務以外の小売等役務については、例えば、次の資料によ

って総合的に証明される。 

① 小売業又は卸売業を行っていること。 

② その小売業又は卸売業が小売等役務に係る取扱商品を取り扱うもの

であること。 

(4) 指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行う予定があることの証明

については、概ね出願後３～４年以内（登録後３年に相当する時期まで）に

商標の使用を開始する意思を示す必要があるものとし、そのために商標の使

用の意思を明記した文書、及びその準備状況を示す書類（事業計画書）の提

出を求める。 

前者については、 

①出願に係る商標を使用する意図 

②指定商品の生産、譲渡（販売を含む）のいずれの事業を具体的に行う

のか（指定役務の場合はその提供の計画） 

③商標の使用の開始時期 

を明記し、出願人が記名及び押印（法人の場合は、少なくとも当該事業の

担当責任者の記名及び押印）したものとする。 

後者については、使用開始に至るまでの具体的な事業の準備状況や計画（商

品又は役務の企画の決定、工場や店舗の建設等）を記載したものとする。 

なお、商標の使用意思が明確でない場合や当該事業計画に疑義がある場合

には、必要に応じその事業の実施や計画を裏付ける書類の提出を求めること

とする。 

 



 

（注）上記２．及び３．の基準は、平成１９年４月１日以降にされた商標

登録出願より施行するものとする。 

４．国際商標登録出願において、国際登録に係る商標が第２条第１項に規定する

商標に該当しないことが明らかなときは、第３条第１項柱書により登録を受け

ることができる商標に該当しないものとする。 

（例）① Sound mark（音響商標） 

② Olfactory mark（匂い商標） 

③ Color mark（色彩のみからなる商標） 

※色彩のみであって、文字、図形、記号又は立体的形状と結合していないもの 

５．団体商標の商標登録出願については、当該団体及びその構成員の双方が使用

をしないものばかりでなく、当該団体が指定商品又は指定役務について使用す

るのみで、その構成員が使用をするものでないときも、第３条第１項柱書 （第

７条第２項の規定により読み替えて適用）により登録を受けることができる商

標に該当しないものとする。 

６．「団体商標」に相当する商標である旨の記載がなされた国際商標登録出願に

おいて、第７条第３項に規定する証明書（第７条第１項の法人であることを証

する書面）の提出がされないときは、第３条第１項柱書の規定により商標登録

を受けることができる商標に該当しないものとする。 

  なお、団体商標の商標登録出願（国内出願）については、補正指令（方式）

の対象となる。 

７．立体商標である旨の記載があっても、願書中の商標登録を受けようとする商

標を記載する欄（以下「商標記載欄」という。）への記載が立体商標としての

商標の構成及び態様を特定し得るものと認められないときは、第３条第１項柱

書の規定により商標登録を受けることができる商標に該当しないものとする。 

  また、国際商標登録出願についても、同様に取り扱うものとする。 
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  (1) 立体商標の構成及び態様を特定し得るものと認められる例  
 

                       

 

 

 

 

 

 

(2) 立体商標の構成及び態様を特定するものとは認められない例 

① 商標記載欄に三次元の物の外観としての立体的形状が記載されていない 

     場合 
 

                       

（注）立体的形状としての厚み等の三次元の物の外観としての形状が表示されておら 

ず、立体商標として認識することができない。 



 

 

② 商標記載欄に立体的形状と平面標章が分離した構成及び態様をもって記 

     載されている場合 

                       

（注）平面標章が立体的形状に係る物の表面に貼り付けられたような構成及び態様で 

なく、分離した構成及び態様であるため、全体としては、三次元の物の外観とし

ての形状が表示されているとはいえず、立体商標として認識することができない。 

 

③ 商標記載欄に複数の図が記載されているが、各図の示す標章が合致しな 

     い場合 

 

 

 

 

 

（注）各図が表す立体的形状、図形、文字、色彩の付し方等の標章が合致していない。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

25.71   国際商標登録出願について「商標の音訳」、「商標の翻訳」又は

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/25_71.pdf�


 

 

「商標の記述」についての記載があった場合の取扱い 

27.01   団体商標の取扱いについて 

27.71   国際商標登録出願において「Collective mark, certification ma

rk、or guarantee mark」の記載がある場合の取扱い 

31.01   商標法第５条第２項の「立体商標」である旨の記載に関する補正

の取扱い 

41.100.01 出願人の名義変更があった場合の第３条第１項柱書きの取扱い 

41.100.02 立体商標の識別力の審査に関する運用について 

41.100.03 商標の使用または商標の使用の意思を確認するための審査に関す

る運用について 

 

○審判決要約集（第３条第１項柱書） 

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/27_01.pdf�
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/27_71.pdf�
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/31_01.pdf�
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/41_100_01.pdf�
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/41_100_02.pdf�
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/41_100_03.pdf�
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_shinketu/ichiran01.pdf#page=3�


 

三、第３条第１項第１号（商品又は役務の普通名称） 
 
 

 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみ 

からなる商標 

 

１．本号でいう「普通名称」とは、その名称が特定の業務を営む者から流出した

商品又は特定の業務を営む者から提供された役務を指称するのではなく、取引

界において、その商品又は役務の一般的な名称であると認識されるに至ってい

るものをいう。 

 （例） 商品「時計」について、「時計」の商標 

     役務「美容」について、「美容」の商標 

２．商品又は役務の普通名称には、原則として、その商品又は役務の略称、俗称 

等も含まれるものとする。 

（例） 略称････「アルミ」（アルミニウム） 

                「パソコン」（パーソナルコンピュータ） 

                「損保」（損害保険の引受け） 

                「空輸」（航空機による輸送） 

    俗称････「波の花」（塩） 

                「おてもと」（箸） 

                「一六銀行」（質屋による資金の貸付け） 

                「呼屋」（演芸の興行の企画又は運営） 

３．「普通に用いられる方法で表示する標章」には、その書体や全体の構成等が

特殊な態様のものは、該当しない。 

ただし、この場合については、当該商品又は当該役務の取引の実情を十分に

考慮するものとする。 

４．商品又は役務の普通名称をローマ字又は仮名文字で表示するものは、「普通

に用いられる方法で表示する」ものに該当するものとする。 

 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000001000000000�


 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

41.103.01 外国の地名等に関する商標について 

47.101.04 商標が地域の名称及び商品（役務）の名称等の文字のみからなるこ

と 

 

○審判決要約集（第３条第１項第１号） 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/41_103_01.pdf�
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/47_101_04.pdf�
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_shinketu/ichiran01.pdf#page=4�


 

四、第３条第１項第２号（慣用商標） 
 
 

 その商品又は役務について慣用されている商標 

 

１．本号の「慣用されている商標」とは、同種類の商品又は役務について同業者 

間において普通に使用されるに至った結果、自己の商品又は役務と他人の商品

又は役務とを識別することができなくなった商標をいい、例えば、次のような

ものが該当する。 

 （例）「正宗」（清酒） 

    「羽二重餅」（餅菓子） 

        「オランダ船」の図形（カステラ） 

        「かきやま」（あられ） 

        「観光ホテル」（宿泊施設の提供） 

        「プレイガイド」（興行場の座席の手配） 

 

（注）以下をクリックすると、審判決要約集をご覧になれます。 

○審判決要約集（第３条第１項第２号） 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000002000000000�
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_shinketu/ichiran01.pdf#page=7�


 

五、第３条第１項第３号（商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の

場所、質等の表示） 
 
 

 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装

の形状を含む。）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は

その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態

様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示す

る標章のみからなる商標 

 

１．商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装の形状 

を含む。）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を表示する２

以上の標章よりなる商標又は役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効

能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を表示する２以

上の標章よりなる商標は、本号の規定に該当するものとする。 

２．図形又は立体的形状をもって、商品の産地、販売地、品質、生産若しくは使 

用の方法等又は役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、提供の方法等を

表示する商標は、本号の規定に該当するものとする。 

３．(1) 国内外の地理的名称を表示する商標については、その地理的名称の表示

する土地において、必ずしも現実に指定商品が生産され若しくは販売され

ていること又は指定役務が提供されていることを要せず、需要者又は取引

者によって、その地理的名称の表示する土地において、指定商品が生産さ

れ若しくは販売され又は指定役務が提供されているであろうと一般に認

識される場合には、商品の産地若しくは販売地又は役務の提供の場所を表

すものとして、本号の規定に該当するものとする。 

なお、国家名（国家名の略称、現存する国の旧国家名を含む。）、著名

な地理的名称（行政区画名、旧国名及び外国の地理的名称を含む。）、繁

華な商店街（外国の著名な繁華街を含む。）及び地図を表示する商標は、

指定商品の産地若しくは販売地又は指定役務の提供の場所を表すものと

 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000003000000000


 

認識される蓋然性が高いことから、原則として、本号の規定に該当するも

のとする。 

(注)「国内外の地理的名称」には、国家、首都、州、県、州都、省、省都、

郡、県庁所在地（県都）、旧国、旧地域、地方、市、特別区、行政区画、

繁華街、観光地（その所在地又は周辺地域を含む。）、湖沼、山岳、河

川、公園等を表す名称や地図が含まれるものとする（以下同じ。）。 

 (2) 国内外の地理的名称を表示する商標は、本号の規定に該当しない場合で

あっても、第３条第１項第６号の規定に該当するものがあることに十分留

意する。 

４．指定商品の「品質」､「効能」､「用途」等又は指定役務の「質」､「効能」､ 

「用途」等を間接的に表示する商標は、本号の規定に該当しないものとする。 

５．「コクナール」､「スグレータ」､「とーくべつ」､「うまーい」､「早ーい」 

等のように長音符号を除いて考察した場合において、商品の品質、用途、効能

等又は役務の質、用途、効能等を表示するものと認められるときは、原則とし

て、本号の規定に該当するものとする。 

６．指定商品の形状（指定商品の包装の形状を含む。）又は指定役務の提供の用 

に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない商標は、本

号の規定に該当するものとする。 

７．(1) 書籍の題号については、題号がただちに特定の内容を表示するものと認

められるときは、品質を表示するものとする。 

  (2) 新聞、雑誌等の定期刊行物の題号は、原則として、自他商品の識別力が

あるものとする。 

８．映像が記録された「フィルム」については、題名がただちに特定の内容を表 

示するものと認められるときは、品質を表示するものとする。「録音済みの磁

気テープ」､｢録音済みのコンパクトディスク」､｢レコード」等についても同様

とする。 

９．「放送番組名」については、指定役務（放送番組の制作、テレビジョン放送 

等）との関係において、番組名がただちに特定の内容を表示するものと認めら

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000006000000000


 

れるときは、役務の質を表示するものとする（連続の放送番組名を含む。）。 

10．指定役務（映写フィルムの貸与、録画済み磁気テープの貸与、録音済み磁気 

テープの貸与、録音済みコンパクトディスクの貸与、レコードの貸与等）との

関係において、その役務の提供を受ける者の利用に供する物（映写フィルム、

録画済みの磁気テープ、録音済みの磁気テープ、録音済みのコンパクトディス

ク、レコード等）の題名がただちに特定の内容を表示するものと認められると

きは、役務の質を表示するものとする。 

11．「飲食物の提供」に係る役務との関係において、外国の国家名、地理的名称 

等が特定の料理（フランス料理、イタリア料理、北京料理等）を表示するもの

と認められるときは、その役務の質を表示するものとする。 

12．建築、不動産業等の建築物を取り扱う役務を指定役務とする立体商標であっ 

て、それが当該建築物の形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎないも

のであるときは、役務の提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示す

るものとして、本号の規定を適用することとする。 

 （注）「使用」の定義の解釈規定である商標法第２条第４項においては、その形状を標章の形 

状とし得る物を規定しているが、立体商標に関しては、本号及び第６号の基準に加え、商

標法においては商品には建築物等の不動産が含まれないことを勘案するならば、結果とし

て、建築物の形状について商標登録を受けることができる場合は、その指定商品又は指定

役務に関する広告として機能する場合に実質上限られることとなる。 

 

13．小売等役務に該当する役務において、商標がその取扱商品を表示する標章と

認められるときは、その役務の「提供の用に供する物」を表示するものとする。 

14．本号における「普通に用いられる方法で表示する標章」については、基準第

１三、第３条第１項第１号の３．を準用する。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。  

○商標審査便覧 

 27.02 地域団体商標の取扱いについて  

 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000004000000000000000000
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/10_3-1-6.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/05_3-1-1.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/05_3-1-1.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/27_02.pdf


 

 27.71 国際商標登録出願において「Collective mark, certification marantee 

 mark」の記載がある場合の取扱い  

 41.100.02 立体商標の識別力の審査に関する運用について  

 41.103.01 外国の地名等に関する商標について  

 41.103.02 山岳名、河川名、建造物の名称等に関する商標について  

 42.118.01 商標又は商標の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状 

 （商標法第４条第１項第１８号）に関する取扱い  

 88.01 外国政府との取決めについて  

 

○審判決要約集（第３条第１項第３号） 

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/27_71.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/41_100_02.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/41_103_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/41_103_02.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_118_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/88_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_shinketu/ichiran01.pdf#page=9


 

六、第３条第１項第４号（ありふれた氏又は名称等） 
 
 

 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからな

る商標 

 

 

１．「ありふれた氏又は名称」とは、原則として、同種のものが多数存在するも

のをいうが、例えば、「５０音別電話帳（日本電信電話株式会社発行）」等に

おいてかなりの数を発見することができるものをいう。 

２．「ありふれた氏又は名称」を仮名文字又はローマ字で表示したときは、原 

則として、本号の規定に該当するものとする。 

３．ありふれた氏、業種名、著名な地理的名称（行政区画名、旧国名及び外国の 

地理的名称を含む。）等に、「商店」「商会」「屋」「家」「社」「堂」  

「舎」「洋行」「協会」「研究所」「製作所」「会」「研究会」「合名会社」

「合資会社」「有限会社」「株式会社」「K.K.」「Co.」「Co., Ltd.」「Lt

d.」等を結合してなる商標は、原則として、本号でいう「ありふれた名称」に

該当するものとする。 

 ただし、行政区画名と業種名とを結合してなる会社名については、普通に採

択されうる名称である場合でも、他に同一のものが現存しないと認められると

きは、この限りでない。 

（例）「ありふれた名称」でないもの 

      日本タイプライター株式会社 

   日本生命保険相互会社 

４．特定の役務について多数使用されている店名（例えば、アルコール飲料を主 

とする飲食物の提供及び茶、コーヒー････を主とする飲食物の提供についての

「愛」「蘭」等）は、本号には該当せず、第３条第１項第６号の規定に該当す

るものとする。 

５．本号における「普通に用いられる方法で表示する標章」については、基準第

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000004000000000�
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１三、第３条第１項第１号の３．を準用する。 

 

（注）以下をクリックすると、審判決要約集をご覧になれます。 

○審判決要約集（第３条第１項第４号） 

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/05_3-1-1.pdf�
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七、第３条第１項第５号（極めて簡単で、かつ、ありふれた標章） 
 
 

極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標 

 

 

１．仮名文字（変体仮名を含む。）１字、１本の直線、波線、輪郭として普通に 

用いられる△、□、○、◇、 、 、月桂樹若しくは盾の図形、又は球、立方

体、直方体、円柱、三角柱の立体的形状等は、本号の規定に該当するものとす

る。 

２．(1) ローマ字の１字若しくは２字からなるとき、ローマ字の１字にその音を

仮名文字で併記したとき、又は、ローマ字の１字の音を仮名文字で表示し

たときは、本号の規定に該当するものとする。 

  (2) ローマ字の２字の音を仮名文字で表示したときは、本号の規定に該当し

ない。ただし、ローマ字が商品又は役務の記号・符号として普通に使用さ

れる商品又は役務については、この限りでない。 

  (3) ローマ字の２字を「－」で連結したとき、又は、ローマ字の１字若しく

は２字に「Co.」､「Ltd.」若しくは「K.K.」を付した場合において「Co.」､

「Ltd.」若しくは「K.K.」がそれぞれ「Company」､「Limited」若しくは「株

式会社」を意味するものと認められるときは、本号の規定に該当する。た

だし、ローマ字の２字を「＆」で連結したときは、この限りでない。 

（4) ローマ字の２字を、例えば、   のように、モノグラムで表示したとき 

は、本号の規定に該当しない。 

３．(1) 数字は、原則として、本号の規定に該当する。 

  (2) １桁又は２桁の数字から生ずる音を、例えば｢ワンツウ｣、｢トウエルブ｣、 

「じゅうに」のように表示したとき、又は、これらに数字を併記したとき

は、原則として、本号の規定に該当するものとする。 

  (3) ３桁以上の数字から生ずる音を仮名文字で表示したときは、次のように 

取り扱うものとする。 
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   (ｲ) 本号の規定に該当する例 

     「ワンハンドレツド アンド トウエンテイスリー」 

          「ヒヤクニジユウサン」 

      (ﾛ) 本号の規定に該当しない例 

     「ワン ツウ スリー」 

４．簡単な輪郭内に、上記１．、２．の(1)及び(3)、並びに３．の(1)、(2)及び(3)

(ｲ)の文字を記したものは、原則として、本号の規定に該当するものとする。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

41.100.02 立体商標の識別力の審査に関する運用について 

 

○審判決要約集（第３条第１項第５号） 

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
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http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_shinketu/ichiran01.pdf#page=20�


 

八、第３条第１項第６号（前号までのほか、識別力のないもの） 
 
 

  前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務で

あることを認識することができない商標 

 

 

１．地模様（例えば、模様的なものの連続反覆するもの）のみからなるものは、 

本号の規定に該当するものとする。 

２．標語（例えば、キャッチフレーズ）は、原則として、本号の規定に該当する 

ものとする。 

３．商慣習上、例えば､「Net」､「Gross」等のように、その商品又は役務の数量 

等を表示する場合に用いられる文字等は、原則として、本号の規定に該当する

ものとする。 

４．現元号をあらわす「平成」の文字は、本号の規定に該当するものとする。 

５．事業者の設立地・事業所の所在地、指定商品の仕向け地・一時保管地若しく

は指定役務の提供に際する立ち寄り地（港・空港等）等（以下「事業者の設立

地等」という。）の国内外の地理的名称を表示する商標又は事業者の設立地等

として一般に認識される国内外の地理的名称を表示する商標は、第３条第１項

第３号の規定に該当しない場合であっても、事業者の設立地等として多くの場

合にすでに一般的に使用されあるいは将来必ず一般的に使用されるものであ

ることを踏まえ、原則として、本号の規定に該当するものとする。 

６．(1) 特定の役務について多数使用されている店名（第３条第１項第４号に該 

当するものを除く。）は、本号の規定に該当するものとする。 

（該当する例） 

 アルコール飲料を主とする飲食物 

 の提供  茶、コーヒー･･････を    「愛」「純」「ゆき」「蘭」 

 主とする飲食物の提供              「オリーブ」「フレンド」 

  (2) (1)に該当する店名に「スナック」､「喫茶」等の業種をあらわす文字を 
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付加結合したもの又は当該店名から業種をあらわす文字を除いたものも、

原則として、本号の規定に該当するものとする。 

７．指定商品又は指定役務を取り扱う店舗又は事業所の形状にすぎないものと認

められる立体商標（第３条第１項第３号に該当するものを除く。）は、原則と

して、本号の規定を適用するものとする。 

８．小売等役務に該当する役務において、商標がその取扱商品の産地、品質、原

材料、効能、用途、数量、形状（包装の形状を含む。）、価格若しくは生産若

しくは使用の方法若しくは時期を表示するものと認められるときは、原則とし

て、本号に該当するものとする。ただし、第３条第１項第３号に該当するもの

を除く。 

９．上記１．ないし８．に掲げる商標においても、使用をされた結果需要者が何

人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至って

いるものについては、本号の規定に該当しないものとする。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。  

○商標審査便覧  

 41.100.02 立体商標の識別力の審査に関する運用について  

 

○審判決要約集（第３条第１項第６号） 
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第２ 第３条第２項 

                         （使用による識別性） 

 
 
 

 前項第３号から第５号までに該当する商標であつても、使用をされた結果 

需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができ 

るものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができ 

る。                              

 

１．本項でいう「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識す

ることができるもの」とは、特定の者の出所表示として、その商品又は役務の

需要者の間で全国的に認識されているものをいう。 

２．(1) 本項を適用して登録が認められるのは、出願された商標及び指定商品又

は指定役務と、使用されている商標及び商品又は役務とが同一の場合のみ

とする。 

(2) 例えば、次のように、出願された商標と証明書に表示された商標とが異

なる場合は、使用により識別力を有するに至った商標とは認められないも

のとする。 

(ｲ) 出願された商標が草書体の漢字であるのに対し、証明書に表示された

商標が楷書体又は行書体の漢字である場合 

(ﾛ) 出願された商標が平仮名であるのに対し、証明書に表示された商標が

片仮名、漢字又はローマ字である場合 

(ﾊ) 出願された商標がアラビア数字であるのに対し、証明書に表示された

商標が漢数字である場合 

 (ﾆ) 出願された商標が のような態様であるのに対し、証明書に表示さ

れた商標が のような構成である場合 

(ﾎ) 出願された商標が立体商標であるのに対し証明書に表示された商標が
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平面商標である場合、又は出願された商標が平面商標であるのに対し証

明書に表示された商標が立体商標である場合 

(3) 出願された商標と証明書に表示された商標とが厳密には一致しない場

合であっても、例えば、その違いが明朝体とゴシック体、縦書きと横書き

にすぎない等外観において同視できる程度に商標としての同一性を損なわ

ないものと認められるときには、本項の判断において考慮するものとする。 

３．(1) 商標が使用により識別力を有するに至ったかどうかは、例えば、次のよ

うな事実を総合勘案して判断するものとする。 

   具体的には、商標の使用状況に関する事実を量的に把握し、それによっ

てその商標の需要者の認識の程度を推定し、その大小ないし高低等により

識別力の有無を判断するものとする。 

①  実際に使用している商標並びに商品又は役務 

②  使用開始時期、使用期間、使用地域 

③  生産、証明若しくは譲渡の数量又は営業の規模（店舗数、営業地域、

売上高等） 

④  広告宣伝の方法、回数及び内容 

⑤  一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等における記事掲載の回

数及び内容 

⑥  需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果 

 (2) 上記(1)の事実は、例えば、次のような証拠方法によるものとする。 

①  広告宣伝が掲載された印刷物（新聞、雑誌、カタログ、ちらし等） 

②  仕切伝票、納入伝票、注文伝票、請求書、領収書又は商業帳簿 

③  商標が使用されていることを明示する写真 

④  広告業者、放送業者、出版業者又は印刷業者の証明書 

⑤  同業者、取引先、需要者等の証明書 

⑥  公的機関等（国、地方公共団体、在日外国大使館、商工会議所等）

の証明書 

⑦  一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等の記事 



 

⑧  需要者を対象とした商標の認識度調査（アンケート）の結果報告書 

     ただし、需要者の認識度調査（アンケート）は、実施者、実施方法、

対象者等その客観性について十分に考慮するものとする。 

(3) 商標が使用により識別力を有するに至ったかどうかについては、出願人

以外（団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員以外」と

する。）の者による使用の有無及びその使用の状況を確認の上、判断する

ものとする。 

(4) 団体商標が使用により識別力を有するに至ったかどうかの判断について

は、特に､その構成員の使用に関する(1)の事実を勘案するものとする。 

  なお、各構成員の(2)に関する書類を証拠方法とするときは､その者が構

成員であることを証する書類を要するものとする。 

(5) 小売等役務についての商標が使用により識別力を有するに至ったこと

を証明する場合においては、この基準第１の二（第３条第１項柱書）の３.

(3)により、小売等役務に係る業務を行っていることの証明を要するもの

とする。 

(6) 小売等役務についての商標に関する使用の証明においては、商標が

商品や商品の包装、商品の価格表、取引書類、広告自体に表示されている

場合には、その表示態様に応じて、商標が個別具体的な商品の出所を表示

しているのか、または、取扱商品に係る小売等役務の出所を表示している

のかを考察し、小売等役務についての使用であるか否かを判断するものと

する。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

27.02   地域団体商標の取扱いについて 

27.71   国際商標登録出願において「Collective mark、certification ma

rk、or guarantee mark」の記載がある場合の取扱い 

28.04   使用に基づく特例の適用の主張とその要件（附則第８条第１項及び
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第２項関係）について 

28.05   使用特例商標登録出願の審査について 

41.100.02 立体商標の識別力の審査に関する運用について 

42.110.01 地域団体商標を包含する通常商標の出願に関する商標法第４条

第１項第１０号等の適用について 

42.118.01 商標又は商標の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形

状（商標法第４条第１項第１８号）に関する取扱い 

47.101.03 地域団体商標登録出願に係る商標の周知性について 

 

○審判決要約集（第３条第２項） 
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第３ 第４条第１項及び第３項 

（不登録事由） 

 

一、第４条第１項第１号（国旗、菊花紋章等） 
 
 

 第４条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録 

を受けることができない。 

   国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 

 

１．「勲章、褒章又は外国の国旗」は、現に存在するものに限るものとする。 

 また「外国」とは、我が国が承認している国に限らず、承認していない国を 

 も含むものとする。 

２．商標の一部に国旗又は外国の国旗の図形を顕著に有するときは、国旗又は 

 外国の国旗に類似するものとする。国旗又は外国の国旗の尊厳を害するよう 

 な方法で表示した図形を有する商標は、たとえ、それらと類似しない場合で 

 あっても、第４条第１項第７号の規定に該当するものとする。 

３．菊花の紋章でその花弁の数が 12 以上 24 以下のもの及び商標の一部に菊花紋 

 章又は前記の菊花の紋章を顕著に有するものは、原則として、菊花紋章に類 

 似するものとする。ただし、次のものは、この限りでない。 

   (1) 花心の直径が花弁の長さより大きいもの  

   (2) 菊花の 3 分の 1 以上が他のものにより蔽われ、又は切断されているもの 

   (3) 花心が花の中心からその半径の 4 分の 1 以上片寄ったもの 

   (4) 菊花の形状が確然と紋章を形成せず、かつ、生花を模倣したと認めら 

   れるもの 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

 25.71   国際商標登録出願について「商標の音訳」、「商標の翻訳」又は「商
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標の記述」についての記載があった場合の取扱い 

41.103.01 外国の地名等に関する商標について 

 42.101.01 外国の国旗の取扱い 

 

○審判決要約集（第４条第１項第１号） 

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/41_103_01.pdf�
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二、第４条第１項第２号、第３号及び第５号（国の紋章、記章等） 

 
 

 第２号 パリ条約（1900年12月14日にブラッセルで、1911年６月２日にワ

シントンで、1925年11月６日にヘーグで、1934年６月２日にロンドンで、19

58年10月31日にリスボンで及び1967年７月14日にストックホルムで改正され

た工業所有権の保護に関する1883年３月20日のパリ条約をいう。以下同  

じ。）の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章

その他の記章（パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の

締約国の国旗を除く。）であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は

類似の商標  

 第３号 国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣

が指定するものと同一又は類似の商標 

 第５号 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商

標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記

号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標で

あつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の

商品又は役務について使用をするもの 

 

１．下記例示は、「経済産業大臣が指定するもの」であり、これらは官報に掲 

 載されている。 
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 第２号関係： 

 

 第３号関係： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  第５号関係： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

41.103.01 外国の地名等に関する商標について 

 42.103.01 商標法第４条第１項第３号及び同第５号の解釈について 

 

○審判決要約集（第４条第１項第２号、第３号及び第５号） 
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三、第４条第１項第４号（赤十字等の標章又は名称） 
 
 

 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律（昭和２２年法律第１５

９号）第１条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のた

めの措置に関する法律（平成１６年法律第１１２号）第１５８条第１項の特殊

標章と同一又は類似の商標 

 

１．赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第１条の標章は次のとお

りである。 

 

（１）       （２）      （３） 

 

 

 

 

 （白地に赤十字）  （白地に赤新月） （白地に赤のライオン及び太陽） 

 

２．赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第１条の名称は次のとお

りである。 

 

      （１）「赤十字」   （２）「ジュネーブ十字」 

      （３）「赤新月」   （４）「赤のライオン及び太陽」 

 

３．武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第１５８条第

１項の特殊標章は、オレンジ色地に青色の正三角形の標章であり、ひな型は次

のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           （オレンジ色地に青色の正三角形） 
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４．上記の１．ないし３．の標章又は名称を商標の一部に顕著に有する場合は、

本号の規定に該当するものとする。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

42.104.01 商標法第４条第１項第４号において規定される赤十字等の標章に

ついて 

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_104_01.pdf�


四、第４条第１項第６号（国、地方公共団体等の著名な標章） 
 
 

 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつ 

て営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としな 

いものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標 

 

１．都道府県、市町村、都営地下鉄、市営地下鉄、市電、都バス、市バス、水 

 道事業、大学、宗教団体、オリンピック、ＩＯＣ、ＪＯＣ、ボーイスカウト、

 ＪＥＴＲＯ等を表示する著名な標章等は、本号の規定に該当するものとする。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

42.103.01 商標法第４条第１項第３号及び同第５号の解釈について 

42.106.01 ユニバーシアード大会標章等の取扱い 

 89.02   国若しくは地方公共団体等又は公益的事業等を表示する標章に関

する情報提供について 

 

○審判決要約集（第４条第１項第６号） 
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http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_103_01.pdf�
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_106_01.pdf�
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/89_02.pdf�
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_shinketu/ichiran01.pdf#page=30�


五、第４条第１項第７号（公序良俗違反） 
 
 

公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標 

 

１．「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、その構成自 

 体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文 

 字又は図形である場合及び商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品又は 

 指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的 

 道徳観念に反するような場合も含まれるものとする。 

  なお、「差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形」 

 に該当するか否かは、特にその文字又は図形に係る歴史的背景、社会的影響 

 等、多面的な視野から判断するものとする。 

２．他の法律によって、その使用等が禁止されている商標、特定の国若しくは 

 その国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標は、本号の規定に 

 該当するものとする。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

41.103.01 外国の地名等に関する商標について 

42.107.01 差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字、図形等か

の取扱い らなる商標

42.107.02 国家資格等を表す又は国家資格等と誤認を生ずるおそれのある商

士」「××博士」等）の取扱いについて 標（「××

42.107.03 暴力団に係る標章（代紋等）の取扱い 

42.107.04 歴史上の人物名（周知・著名な故人の人物名）からなる商標登録

いについて 出願の取扱

 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000007000000000
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42.119.02 外国標章等の保護に関する取扱い 

 

○審判決要約集（第４条第１項第７号） 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_02.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_shinketu/ichiran01.pdf#page=31


六、第４条第１項第８号（他人の氏名又は名称等） 
 
 

 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しく 

は筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標（その他人の承諾を得ている 

ものを除く。） 

 

１．本号でいう「他人」とは、現存する者とし、また、外国人を含むものとす 

 る。 

２．自己の氏名等と他人の氏名等が一致するときは、その他人の承諾を要する 

 ものとする。 

３．本号でいう「著名」の程度の判断については、商品又は役務との関係を考 

 慮するものとする。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。

○商標審査便覧 

 41.103.01 外国の地名等に関する商標について 

 

○審判決要約集（第４条第１項第８号） 
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七、第４条第１項第９号（博覧会の賞） 
 
 

 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若 

しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に

適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する

国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標（その賞を受けた者が

商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。） 

 

１．博覧会は広く解し、品評会を含むものとする。 

２．本号でいう「政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定

める基準に適合するもの」かどうかは、以下の「特許庁長官の定める基準」

（平成２４年特許庁告示第６号）に適合するかどうかにより判断するもの

とする。 

(1) 産業の発展に寄与することを目的とし、「博覧会」「見本市」等の名

称の如何にかかわらず、産業に関する物品等の公開及び展示を行うもの

であること。 

(2) 開設地、開設期間、出品者及び入場者の資格、出品者数並びに出品物の種

類及び数量等が、本号の趣旨に照らして適当であると判断されるものである

こと。 

(3) 政府等が協賛し、又は後援する博覧会その他これに準ずるものであること。 

（注）上記２．の基準は、平成２４年４月１日より施行するものとする。 

３．本号でいう「その賞を受けた者」には、その者の営業の承継人を含むもの 

 とする。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

16.01   出願時の特例の主張に係る取扱いについて 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000009000000000
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
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16.02   出願時の特例が認められない場合の取扱い 

16.04   特許庁長官の定める博覧会の基準についての説明 

89.03    博覧会の賞に関する情報提供について 

 

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/16_02.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/16_04.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/89_03.pdf


 

八、第４条第１項第１０号（他人の周知商標） 
 
 

 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広 

く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは 

役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの 

 

１．本号でいう「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者まで

広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を

含み、また、全国的に認識されている商標のみならず、ある一地方で広く認識

されている商標をも含む。 

２．本号の規定を適用するために引用される商標は、商標登録出願の時に（第４

条第３項参照）、我が国内の需要者の間に広く認識されていなければならない。 

３．本号の規定に関する周知性の立証方法及び判断については、この基準第２ 

（第３条第２項）の３．(1)及び(2)を準用する。 

４．本号でいう「需要者の間に広く認識された」他人の未登録商標と他の文字又

は図形等とを結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されてい

るもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その未登録商標と

類似するものとする。 

 ただし、その未登録商標の部分が既成の語の一部となっているものその他著

しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかなものを除く。 

（例）該当例は、この基準第３の九（第４条第１項第 11 号）の６．(6)と同様である。 

５．取引形態が特殊な商品又は役務（例えば、医療用医薬品のように特定の市場

で流通する商品、又は医薬品の試験・検査若しくは研究のように限定された市

場においてのみ提供される役務）に係る商標についての上記３．の立証方法及

びそれに基づく周知性の認定については、特に当該商品又は役務の取引の実情

を充分考慮するものとする。 
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６．外国の商標の我が国内における周知性の認定にあたっては、当該商標につい

て外国で周知なこと、数カ国に商品が輸出されていること又は数カ国で役務の

提供が行われていることを証する資料の提出があったときは、当該資料を充分

勘案するものとする。 

７．本号でいう「需要者の間に広く認識されている商標」の認定に当たっては、

防護標章登録を受けている商標又は審決若しくは判決で需要者の間に広く認識

された商標と認定された商標（注１）については、その登録又は認定に従い需

要者の間に広く認識された商標と推認して取り扱うものとする。 

 （注１)特許庁がインターネットで提供している特許電子図書館中の「日本国周知・著名商標

検索」でこれらの商標を検索することができる。 

 （参考）その他「需要者の間に広く認識されている商標」に関連する資料については商標審査

便覧を参照。 

http://www1.ipdl.inpit.go.jp/chomei/search_j.cgi
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/chomei/search_j.cgi
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_01.pdf


 

九、第４条第１項第１１号（先願に係る他人の登録商標） 
 
 

 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに 

類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務（第 

６条第１項（第６８条第１項において準用する場合を含む。）の規定により 

指定した商品又は役務をいう。以下同じ。）又はこれらに類似する商品若し 

くは役務について使用をするもの 

 

１．商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断 

 要素を総合的に考察しなければならない。 

２．商標の類否の判断は、商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層 

 （例えば、専門家、老人、子供、婦人等の違い）その他商品又は役務の取引 

 の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければな 

 らない。 

３．本号に該当する旨の拒絶理由通知において引用した登録商標の商標権者

による取引の実情を示す説明書及び証拠の提出が出願人からあったときは、

次のとおり取り扱うこととする。 

(1) 本号の審査において、引用商標の商標権者による取引の実情を示す説

明及び証拠が提出された場合には、取引の実情を把握するための資料の

一つとして参酌することができる。 

ただし、次の場合を除く。 

①   願書に記載された商標が同一又は明らかに類似（注１）し、かつ、

願書に記載された指定商品又は指定役務も同一又は明らかに類似（注

２）するものである場合。 

②  提出された書類が、取引の実情の客観的な説明及び証拠ではなく、単

に商標登録出願に係る商標の登録について引用商標の商標権者が承諾し

ている旨を示すものである場合。 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000011000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000006800000000000000000000000000000


 

 

（注１）ここでいう商標の「同一又は明らかに類似」とは、例えば、商標

法第５０条における社会通念上同一と判断される商標、独立して出所表

示機能を有する２以上の構成要素において、構成要素中の一が同一と判

断される商標、及び、これらに準ずるほど類似していると判断される商

標をいう。 

（注２）ここでいう指定商品又は指定役務の「同一又は明らかに類似」とは、

後記 11．ないし 13．の基準で掲げる商品・役務に係る類否の比較全項目

について、一致する蓋然性が高いと判断されるものをいう。 

 (2) 上記(1)の取扱いにより提出された引用商標の商標権者による取引の

実情を示す説明及び証拠を参酌した結果、本号に該当しないと判断し得

るのは、次の場合に限られるものとする。 

① 引用商標の指定商品又は指定役務と類似商品・役務審査基準にお

いて類似すると推定される指定商品又は指定役務の全てについて、

取引の実情の説明及び証拠が提出され、それらを総合的に考察した

結果、両者の商標又は指定商品若しくは指定役務が類似しないと判

断し得る場合。 

② 引用商標の商標権について専用使用権又は通常使用権が設定され

ている場合にあっては、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者

の全てについて、取引の実情の説明及び証拠が提出され、それらを

総合的に考察した結果、両者の商標又は指定商品若しくは指定役務

が類似しないと判断し得る場合。 

（注）上記３．の基準は、平成１９年４月１日より施行するものとする。 

４．引用商標の商標権の存続期間経過後であっても、第２０条第３項又は第２

１条第１項の規定に基づく更新登録の申請があったとき又は国際登録に基

づく商標権の場合は、議定書第７条（４）の規定に基づく国際登録の存続期

間の更新があったときは、引用商標の商標権の存続期間が更新されることに

十分留意して、本号を適用するものとする。 

ただし、引用商標の商標権者が引用商標の商標権の存続期間の更新申請を

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000005000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000005000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000002000000000003000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000001000000000000000000


 

しない旨の意思表示をし、存続期間の更新がないことが明らかになった場合

は、この限りでない。 

（注）上記４．の基準は、平成２４年４月１日より施行するものとする。 

５．振り仮名を付した文字商標の称呼については、次の例によるものとする。 

 (ｲ) 例えば、「紅梅」のような文字については、「ベニウメ」と振り 

 仮名した場合であっても、なお「コウバイ」の自然の称呼をも生ず 

 るものとする。 

(ﾛ) 例えば、「白梅」における「ハクバイ」及び「シラウメ」のよう 

 に２以上の自然の称呼を有する文字商標は、その一方を振り仮名と 

 して付した場合であっても、他の一方の自然の称呼をも生ずるもの 

 とする。 

(ﾊ) 例えば、商標「竜田川」に「タツタガワ」のような自然の称呼を 

 振り仮名として付したときは、「リュウデンセン」のような不自然 

 な称呼は、生じないものとする。 

６．結合商標の類否は、その結合の強弱の程度を考慮し、例えば、次のように 

 判断するものとする。ただし、著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずる 

 ことが明らかなときは、この限りでない。 

(1) 形容詞的文字（商品の品質、原材料等を表示する文字、又は役務の提

供の場所、質等を表示する文字）を有する結合商標は、原則として、

それが付加結合されていない商標と類似する。 

（例） 類似する場合 

     「スーパーライオン」と「ライオン」 

     「銀座小判」    と「小  判」 

     「レデイグリーン」 と「レ デ イ」 

(2) 大小のある文字からなる商標は、原則として、大きさの相違するそれ

ぞれの部分からなる商標と類似する。 

（例） 類似する場合 



 

 

    「富士白鳥」と「富士」又は「白鳥」 

  「サンムーン」と「サン」又は「ムーン」 

(3) 著しく離れた文字の部分からなる商標は、原則として、離れたそれぞ

れの部分のみからなる商標と類似する。 

（例） 類似する場合 

  「鶴亀  万寿」と「鶴亀」又は「万寿」 

(4) 長い称呼を有するため、又は結合商標の一部が特に顕著であるため、 

 その一部分によって簡略化される可能性がある商標は、原則として、簡 

 略化される可能性がある部分のみからなる商標と類似する。 

（例） 類似する場合 

      「cherryblossomboy」と「チェリーブラッサム」 

        「chrysanthemumbluesky」と「クリサンシマム」又は「ブルースカイ」 

(5) 指定商品又は指定役務について慣用される文字と他の文字とを結合し 

 た商標は、慣用される文字を除いた部分からなる商標と類似する。 

（例） 類似する場合 

     清酒について「男山富士」と「富士」 

     清酒について「菊正宗」と「菊」 

     興行場の座席の手配について「プレイガイドシャトル」と「シャトル」 

     宿泊施設の提供について「黒潮観光ホテル」と「黒潮」 

(6) 指定商品又は指定役務について需要者の間に広く認識された他人の登録

商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよ

く一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則と

して、その他人の登録商標と類似するものとする。 

 ただし、その他人の登録商標の部分が既成の語の一部となっているもの

等を除く。 

（例） 類似する例 

     テープレコーダについて「ＳＯＮＹＬＩＮＥ」､「ＳＯＮＹ ＬＩＮＥ」又は 



 

     「ＳＯＮＹ／ＬＩＮＥ」と「ＳＯＮＹ」 

     化粧品について「ラブロレアル」と「Ｌ‘０ＲＥＡＬ」「ロレアル」 

     かばん類について「ＰＡＯＬＯＧＵＣＣＩ」と「ＧＵＣＣＩ」 

     航空機による輸送について「ＪＡＬＦＬＯＷＥＲ」と「ＪＡＬ」 

     映画の制作について「東宝白梅」と「東宝」 

      類似しない例 

     金属加工機械器具について「ＴＯＳＨＩＨＩＫＯ」と「ＩＨＩ」 

     時計について「アルバイト」と「ＡＬＢＡ／アルバ」 

     遊戯用機械器具について「せがれ」と「セガ」 

（注）需要者の間に広く認識されているか否かの認定に当たっては、この

基準第３の八（第４条第１項第１０号）の７．を準用する。 

(7) 商号商標（商号の略称からなる商標を含む。以下同じ。）については、 

 商号の一部分として通常使用される「株式会社｣「商会｣「CO.｣「K.K.」 

 「Ltd.」「組合」「協同組合」等の文字が出願に係る商標の要部である 

文字の語尾又は語頭のいずれかにあるかを問わず、原則として、これら 

の文字を除外して商標の類否を判断するものとする。 

７．(1) 商標の構成部分中識別力のある部分が識別力のない部分に比較して著 

   しく小さく表示された場合であっても、識別力のある部分から称呼又は 

   観念を生ずるものとする。 

  (2) 商標が色彩を有するときは、その部分から称呼又は観念を生ずること 

   があるものとする。 

  (3) 商標の要部が、それ自体は自他商品の識別力を有しないものであって 

   も、使用により識別力を有するに至った場合は、その部分から称呼を生 

   ずるものとする。 

８．商標の称呼の類否を称呼に内在する音声上の判断要素及び判断方法のみに 

 よって判断するときには、例えば、次の(Ⅰ)及び(Ⅱ)のようにするものとす 

 る。 

(Ⅰ) 商標の称呼類否判断にあたっては、比較される両称呼の音質、音量及 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/19_4-1-10.pdf#page=2


 

 

  び音調並びに音節に関する判断要素（〔注１〕ないし〔注４〕）のそれ 

  ぞれにおいて、共通し、近似するところがあるか否かを比較するととも 

  に両商標が特定の観念のない造語であるか否か（例えば、明らかな観念 

  の違いによってその音調を異にしたり、その称呼に対する注意力が異な 

  ることがある。）を考慮し、時と所を異にして、両商標が称呼され、聴 

  覚されるときに聴者に与える称呼の全体的印象（音感）から、互いに相 

  紛れるおそれがあるか否かによって判断するものとする。 

 両商標が下記(Ⅱ)の(1)ないし(8)の基準〔注５〕のいずれかに該当〔 

注６〕するときは、原則として、〔注７〕称呼上類似するものとする。 

 〔注１〕音質（母音、子音の質的きまりから生じる音の性質）に関する判断 

   要素としては、 

(ｲ) 相違する音の母音を共通にしているか、母音が近似しているか【例 

 えば、１音の相違にあって(i)その音が中間又は語尾に位置し､母音を 

 共通にするとき (ii)子音が調音の位置、方法において近似（ともに 

 両唇音であるとか、ともに摩擦音であるとかのように、子音表におい 

 て、同一又は近似する調音位置、方法にある場合をいう。ただし、相 

 違する音の位置､音調､全体の音数の多少によって異なることがある｡) 

 し、母音を共通にするとき等においては、全体の音感が近似して聴覚 

 されることが多い。】 

   (ﾛ) 相違する音の子音を共通にしているか、子音が近似しているか【例 

    えば､１音の相違にあって(i)相違する音の子音がともに 50 音図の同行 

    に属しその母音が近似（例えば、口の開き方と舌の位置の比較から、 

    母音エはアとイに近似し、母音オはアとウに近似する。ただし、相違 

    する音の位置、音調、全体の音数の多少によって異なることがある。）

    するとき (ii)相違する音が濁音（ガ、ザ、ダ、バ行音）の半濁音 

    （パ行音）、清音（カ、サ、タ、ハ行音）の違いにすぎないとき等に 

    おいては、全体の音感が近似して聴覚されることが多い。】 

      等が挙げられる。 



 

 〔注２〕音量（音の長短）に関する判断要素としては、 

   (ｲ) 相違する音がその前母音の長音であるか（長音の有無にすぎないか） 

   (ﾛ) 相違する音がその後子音の長音であるか（促音の有無にすぎないか） 

等が挙げられる。 

  音の長短は、長音、促音が比較的弱く聴覚されることから、音調（音 

の強弱）と関係があり（通常、長音、促音の前音が強く聴覚される。）、

また、長音、促音は発音したときに１単位的感じを与えることから、１ 

音節を構成し音節に関する判断要素とも関係がある。 

 〔注３〕音調（音の強弱及びアクセントの位置）に関する判断要素としては、 

   (ｲ) 相違する音がともに弱音（聴覚上、ひびきの弱い音）であるか、弱 

    音の有無にすぎないか、長音と促音の差にすぎないか（弱音は通常、 

    前音に吸収されて聴覚されにくい。） 

   (ﾛ) 相違する音がともに中間又は語尾に位置しているか（中間音、語尾 

    音は比較的弱く聴覚されることが多い。） 

   (ﾊ) 語頭若しくは語尾において、共通する音が同一の強音（聴覚上、ひ

びきの強い音）であるか（これが強音であるときには、全体の音感が

近似して聴覚されることが多い。） 

   (ﾆ) 欧文字商標の称呼において強めアクセントがある場合に、その位置

が共通するか 

等が挙げられる。 

 音の強弱は音自体（口の開き方の小さな音、イ・ウ、口を開かずに発 

せられる音、ム・ン、声帯が振動せずに発せられる音、フ・ス等は聴覚 

上、明瞭でないために弱音とされる場合）からだけでなく、相違する音 

の位置、全体の音数の長短等によって、相対的にその強弱が聴覚される 

ことが多い。（例えば、相違する１音が音自体において上記のような弱 

音であっても、その前後の音も弱音である場合には弱音とはいえない場 

合がある。） 

 〔注４〕音節に関する判断要素としては、 



 

 

   (ｲ) 音節数（音数。仮名文字１字が１音節をなし、拗音は２文字で１音 

    節をなす。長音（符）、促音、撥音もそれぞれ１音節をなす。）の比 

    較において、ともに多数音であるか（１音の相違があっても、音数が 

    比較的多いときには、全体の音感が近似して聴覚されることが多い。） 

   (ﾛ) 一つのまとまった感じとしての語の切れ方、分かれ方（シラブル、 

    息の段階）において共通性があるか（その共通性があるときには、全 

    体の音感が近似して聴覚されることが多い。） 

      等が挙げられる。 

 〔注５〕これらの基準は、両商標が称呼上、類似すると判断された事例にあ

って判断を構成した主たる要素として、また、各事例に共通する要素と

なるものを整理し、列挙したものである。 

 〔注６〕基準(1)ないし(8)（及びそれらの事例）と〔注１〕ないし〔注４〕 

に記載された判断要素との関係は、基準(1)ないし(3)が主として音質に 

関するものであり、基準(4)は主として音調、基準(5)は主として音量、 

基準(6)及び基準(7)は主として音節、基準(8)は､各判断要素に関するも 

のである。なお、〔注１〕ないし〔注４〕に記載されていないが考慮す

べき判断要素として、発音の転訛の現象（例えば、連続する２音が相 

互にその位置を置換して称呼されるような場合）が挙げられる。 

 〔注７〕基準(1)ないし(8)に該当する場合であっても､つぎに挙げる(ｲ)ない 

し(ﾊ)等の事由があり､その全体の音感を異にするときには、例外とされ 

る場合がある。 

   (ｲ) 語頭音に音質又は音調上著しい差異があるとき 

   (ﾛ) 相違する音が語頭音でないがその音質（例えば、相違する１音がと

もに同行音であるが、その母音が近似しないとき）音調（例えば、相違

する音の部分に強めアクセントがあるとき）上著しい差異があるとき 

   (ﾊ) 音節に関する判断要素において 

        (ｉ)  称呼が少数音であるとき（３音以下） 

        (ii)  語の切れ方、分かれ方（シラブル、息の段落）が明らかに異な 



 

      るとき 

 なお、基準(6)及び(7)は、基準(1)ないし(5)に該当しない場合に適用 

される。  

 (Ⅱ)(1) ともに同数音の称呼からなり、相違する１音が母音を共通にすると 

    き 

     「スチッパー」       「ＳＫｉＰＰＥＲ」 
                                     （スキッパーの称呼） 
 
     「ＶＡＮＣＯＣＩＮ     「ＢＵＮＣＯＭＩＮ 
           バ ン コ シ ン          」          バ ン コ ミ ン          」 
 

     「ミ ギ オ ン」       「ミ チ オ ン」 

   (2) ともに同数音の称呼からなり、相違する１音が 50 音図の同行に属す 

    るとき 

         「ア ス パ」       「ア ス ペ」 
 
     「アトミン         「ＡＴＡＭＩＮ        
      Ａtomin     」          ア タ ミ ン       」 
 
     「ＶＵＬＫＥＮＥ」     「ＶＡＬＣＡＮ」 
     （バルケンの称呼）      （バルカンの称呼） 

   (3) ともに同数音の称呼からなり、相違する１音が清音、濁音、半濁音 

    の差にすぎないとき 
 
         「ＨＥＴＲＯＮ」       「ＰＥＴＲＯＮ 
      （ヘトロンの称呼）           ペ ト ロ ン       」 
 
     「ＫＵＲＥＫＡ       「ＧＬＥＣＡ 
      ク  レ  カ」       グ レ カ」 
 
      「サンシール」          「ＳＡＮＺＥＥＬ 
                    サ ン ジ ー ル        」 
 

   (4) 相違する１音がともに弱音であるか、又は弱音の有無の差にすぎな 

    いとき 
 
          「ＤＡＮＮＥＬ」      「ＤＹＮＥＬ」 
      （ダンネルの称呼）       （ダイネルの称呼） 
 
     「山  清          「ヤ マ セ」 
       やませい」 
 
     「ＶＩＮＹＬＡ」      「Ｂｉｎｉｌｕｓ」 
     （ビニラの称呼）        （ビニラスの称呼） 
 



 

 

   (5) 相違する１音が長音の有無、促音の有無又は長音と促音、長音と弱 

    音の差にすぎないとき 
 
         「レーマン」        「Ｌéｍａｎ 
                    レ マ ン」 
 
     「コロネート」       「ＣＯＲＯＮＥＴ」 
                    （コロネットの称呼） 
 

     「たからはと」       「タカラート」 
 

   (6) 同数音からなる比較的長い称呼で１音だけ異なるとき 

     「サイバトロン」      「サイモトロン」 

   (7) 比較的長い称呼で１音だけ多いとき 
 
     「ＣＡＭＰＢＥＬＬ」    「Ｃａｍｂｅｌｌ         
     （キャンプベルの称呼）    キ ャ ン ベ ル        」 
 
     「Ｂ Ｐ Ｌ Ｅ Ｘ              「ビ タ プ レ ッ ク ス           
       ビプレックス」        ＶＩＴＡＰＬＥＸ」 
 

   (8) その他、全体の音感が近似するとき 

    (ｲ) ２音相違するが上記(1)ないし(5)に挙げる要素の組合せであると 

     き 

     「ＣＯＲＥＸＩＴ」     「コレスキット」 
     （コレクシットの称呼） 
 

     「ビセラジン」       「ビゼラミン」 
 
                   「Ｆ r i g e n       
         「フレーゲン」         フ リ ゲ ン       
                     ふ り げ ん      」 
 
     「天 神 丸」       「電 信 丸」              
     （テンジンガンの称呼）   （デンシンガンの称呼） 
 
     「ＣＯＭＰＡ        「ＣＯＭＢＥＲ 
       コ ン パ」        コ ン バ ー 」 
 

    (ﾛ) 相違する１音が拗音と直音の差にすぎないとき 
 
     「ＳＡＶＯＶＥＴ      「シャボネット」 
        サ ボ ネ ッ ト        」 
 

    (ﾊ) 相違する音の一方が外来語におこなわれる発音であって、これと 

     他方の母音又は子音が近似するとき 
 
 



 

         「ＴＹＲＥＸ」       「ＴＷＹＬＥＸ」 
     （タイレックスの称呼）    （トウイレックスの称呼） 
 
     「ＦＯＬＩＯＬ」      「ＨＥＬＩＯＬ        
      （フォリオールの称呼）     ヘ リ オ ー ル       」 
 

    (ﾆ) 相違する１音の母音又は子音が近似するとき 
 
     「サ リ ー ジ ェ               「Ｓａｌｌｙ Ｇｅｅ」 
            ＳＡＬＩＧＺＥ」        （サリージーの称呼） 
 
     「ＣＥＲＥＬＡＣ」     「セ レ ノ ッ ク         
      （セレラックの称呼）      ＳＥＬＥＮＯＣ」 
 

    (ﾎ) 発音上、聴覚上印象の強い部分が共通するとき 

     「ハ パ ヤ」       「パ ッ パ ヤ」 

    (ﾍ) その他 
 
     「ＰＯＰＩＳＴＡＮ     「ＨＯＳＰＩＴＡＮ 
       ポ ピ ス タ ン          」      ホ ス ピ タ ン          」 
 
    「注．（ ）内の称呼は審決等で認定されたものである。」 
 

９．(1) 立体商標の類否は、観る方向によって視覚に映る姿が異なるという立 

   体商標の特殊性を考慮し、次のように判断するものとする。ただし、特 

   定の方向から観た場合に視覚に映る姿が立体商標の特徴を表していると 

   は認められないときはこの限りでない。 

    (ｲ) 立体商標は、原則として、それを特定の方向から観た場合に視覚 

     に映る姿を表示する平面商標（近似する場合を含む。）と外観にお 

     いて類似する。 

    (ﾛ) 特定の方向から観た場合に視覚に映る姿を共通にする立体商標  

     （近似する場合を含む。）は、原則として、外観において類似する。 

    (ﾊ) 立体商標は、その全体ばかりでなく、原則として、特定の方向か 

     ら観た場合に視覚に映る姿に相応した称呼又は観念も生じ得る。 

  (2) 立体商標が立体的形状と文字の結合からなる場合には、原則として、 

   当該文字部分のみに相応した称呼又は観念も生じ得るものとする。 

10．(1) 地域団体商標として登録された商標については、使用をされた結果商標

全体の構成が不可分一体のものとして需要者の間に広く認識されている事



 

 

情を考慮し、商標の類否判断においても、商標全体の構成を不可分一体の

ものとして判断することとする。 

  (2) 地域団体商標として登録された商標と同一又は類似の文字部分を含む後

願の他人の商標は、(1)で述べた地域団体商標の事情を考慮し、原則として、

地域団体商標として登録された商標と類似するものとする。 

11．商品の類否を判断するに際しては、次の基準を総合的に考慮するものとす 

 る。この場合には、原則として、類似商品・役務審査基準によるものとする。 

    (ｲ) 生産部門が一致するかどうか 

    (ﾛ) 販売部門が一致するかどうか 

    (ﾊ) 原材料及び品質が一致するかどうか 

    (ﾆ) 用途が一致するかどうか 

    (ﾎ) 需要者の範囲が一致するかどうか 

    (ﾍ) 完成品と部品との関係にあるかどうか 

12．役務の類否を判断するに際しては、次の基準を総合的に考慮するものとす 

 る。この場合には、原則として、類似商品・役務審査基準によるものとする。 

    (ｲ) 提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか 

    (ﾛ) 提供に関連する物品が一致するかどうか 

    (ﾊ) 需要者の範囲が一致するかどうか 

    (ﾆ) 業種が同じかどうか 

    (ﾎ) 当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか 

    (ﾍ) 同一の事業者が提供するものであるかどうか 

13．商品と役務の類否を判断するに際しては、例えば、次の基準を総合的に考 

 慮した上で、個別具体的に判断するものとする。ただし、類似商品・役務審査

基準に掲載される商品と役務については、原則として、同基準によるものとす

る。 

    (ｲ) 商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われている

のが一般的であるかどうか 

    (ﾛ) 商品と役務の用途が一致するかどうか 



 

    (ﾊ) 商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか 

        (ﾆ) 需要者の範囲が一致するかどうか 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

16.01   出願時の特例の主張に係る取扱いについて 

16.02   出願時の特例が認められない場合の取扱い 

16.04   特許庁長官の定める博覧会の基準についての説明 

40.02   商標法第４条第１項第１１号に係る拒絶理由の開示 

40.04   商標権の存続期間が満了した商標を引用する拒絶理由の通知 

40.05   セントラルアタックにより取り消された国際登録に基づく商

標権に係る商標を引用する拒絶理由の通知 

41.100.02  立体商標の識別力の審査に関する運用について 

42.111.01 出願人（申請人）の同一認定に関する取扱い 

42.111.02 第４条第１項第１１号の審査における引用商標権者による取

引実情の説明書及び証拠について 

42.119.01 「需要者の間に広く認識されている商標」に関する資料の取扱

い 

42.119.02 外国標章等の保護に関する取扱い 

47.101.06 他人の商標との類否判断について 

 

○審判決要約集（第４条第１項第１１号） 

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/16_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/16_02.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/16_04.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/40_02.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/40_04.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/40_05.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/41_100_02.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_111_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_111_02.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_02.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/47_101_06.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_shinketu/ichiran02.pdf#page=1


  

十、第４条第１項第１２号（他人の登録防護標章） 
 
 

  他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。) 

と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務につ 

いて使用をするもの 

 

１．本号の規定に該当する商標は､登録防護標章と同一のもの（相似形を含む｡) 

 に限る。登録防護標章と類似の商標若しくはその一部に登録防護標章と同一 

 若しくは類似の商標を有する商標であって、その登録防護標章に係る指定商 

 品又は指定役務に使用するもの、又は、登録防護標章と同一の商標若しくは 

 その一部に登録防護標章と同一若しくは類似の商標を有する商標であって、 

 その登録防護標章に係る指定商品又は指定役務と類似の商品又は役務に使用 

 するものは、本号の規定に該当せず、第４条第１項第１５号の規定に該当す 

 るものとする。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

 42.111.01 出願人（申請人）の同一認定に関する取扱い 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000012000000000�
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000015000000000�
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_111_01.pdf�


  

十一、第４条第１項第１４号（種苗法で登録された品種の名称） 
 
 

 種苗法（平成１０年法律第８３号）第１８条第１項の規定による品種登録 

を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこ 

れに類似する商品若しくは役務について使用をするもの 

 

１．種苗法第１８条第１項の規定により品種登録を受けた品種の名称については、

その登録期間が経過した後は、商標法第３条第１項第１号又は同項第３号の規

定に該当するものとする。 

 

２．種苗法（平成１０年法律第８３号）施行（平成１０年１２月２４日）の際、

改正前の同法第１２条の４第１項の規定により品種登録を受けていた品種の名

称についても上記１．と同様に取り扱うものとする。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれま

す。 

○商標審査便覧 

47.101.04 商標が地域の名称及び商品（役務）の名称等の文字のみからなる 

こと 

 

○審判決要約集（第４条第１項第１４号） 

 

 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000014000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO083.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001800000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO083.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001800000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000000000000000000000000
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/47_101_04.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_shinketu/ichiran02.pdf#page=22


十二、第４条第１項第１５号（商品又は役務の出所の混同） 
 
 

 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標（第10号 

から前号までに掲げるものを除く。） 

 

１．本号において「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある場

合」とは、その他人の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役

務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合のみならず、

その他人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品又は役務

であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同

するおそれがある場合をもいう。例えば、以下のような場合が挙げられる。 

  （１）事業者甲が自己の業務に係る商品Ｇに商標Mを使用し、これが全国的に

周知になっている場合において、事業者乙が自己の業務に係る商品Ｘ（商

品Ｇとは非類似でかつ、商品の生産者、販売者、取扱い系統、材料、用途

等の関連性を有しないものであるとしても）に商標Mを使用したときに、

その商品Ｘに接する需要者が、たとえ、甲の業務に係る商品であると認識

しなくても、商品Ｘが甲の子会社等の関係にある事業者甲′の業務に係る

商品であると誤認し（実際には存在しない甲′が出所として想定され）、

商品の出所について混同する場合。 

 （注）上記 (1)については役務についても同様に考えるものとし、甲及び乙

の業務が役務に係る場合においては、「商品」の文字については「役務」

と読み替え、また「商品の生産者、販売者、取扱い系統、材料、用途等の

関連性を有しないもの」とあるのは「役務の提供者、提供手段、目的、提

供に関連する物品等との関連性を有しないもの」と読み替えるものとする。 

  （２）事業者甲が自己の業務に係る役務に商標Sを使用し、これが全国的に 

周知になっている場合において、事業者乙が自己の業務に係る商品（甲

の業務に係る役務とは非類似）に商標Sを使用したときに、その商品に接

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000015000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000010000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000010000000000


 

 

する需要者が、その商品が甲の兼業に係る商品であると誤認し、商品の出

所について混同を生ずる場合。 

（注）上記 (2)については、甲の業務が商品に係るものであり、また乙の業務

が役務に係るものである場合にも同様に考えるものとする。 

２．「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」であるか

否かの判断にあたっては、 

   (ｲ) その他人の標章の周知度（広告、宣伝等の程度又は普及度） 

   (ﾛ) その他人の標章が創造標章であるかどうか 

   (ﾊ) その他人の標章がハウスマークであるかどうか 

   (ﾆ) 企業における多角経営の可能性 

   (ﾎ) 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性 

 等を総合的に考慮するものとする。 

  なお、(ｲ)の判断に当たっては、周知度が必ずしも全国的であることを要しない

ものとする。 

３．２.(ｲ)に関する立証方法については､この基準第２(第３条第２項)の３．(1)及び

(2)を準用する。 

４．他人の著名な商標を一部に有する商標については、次のとおり取り扱うことと

する。 

（１）それが他人の著名な登録商標と類似であって、当該商標登録に係る指定

商品若しくは指定役務と同一又は類似の商品若しくは役務に使用すると認

められる場合は、第４条第１項第１１号の規定に該当するものとする。 

（２）それが他人の著名な商標と類似しないと認められる場合又は他人の著名

な商標と類似していても商品若しくは役務が互いに類似しないと認められ

る場合において、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるときは、

原則として、本号の規定に該当するものとする。 

（３）それが他人の著名な商標と類似していても、商品又は役務が互いに類似

せず、かつ、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれもないと認められ

る場合において、不正の目的をもって使用をするものであるときは、第４

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/11_3-2.pdf#page=2
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/11_3-2.pdf#page=2
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000011000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000019000000000


条第１項第１９号の規定に該当するものとする。 

５．他人の著名な商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がま

とまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものなどを含め、

原則として、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推認して、

取り扱うものとする。 

 ただし、その他人の著名な商標の部分が既成の語の一部となっているもの、又

は、指定商品若しくは指定役務との関係において出所の混同のおそれのないこと

が明白なものを除く。 

（例）①混同を生ずるおそれのある商標の例 

被服について「ａｒｅｎｏｍａ / アレノマ」と「ｒｅｎｏｍａ」「レ

ノマ」（カバン、バッグ等） 

おもちゃについて「パー・ソニー」、「パー ソニー」又は「パー

ソニー」と「ソニー」（電気機械器具） 

②混同を生ずるおそれのない商標の例 

カメラについて「ＰＯＬＡＲＯＩＤ」と「ＰＯＬＡ」（化粧品） 

６．著名標章を引用して、商標登録出願を本号に該当するものとして拒絶すること

ができる商標には、外国において著名な標章であることが商標登録出願の時に（

第４条第３項参照）、我が国内の需要者によって認識されており（必ずしも最終

消費者まで認識されていなくともよい。）、出願人がその出願に係る商標を使用

した場合、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものを含

むものとする。 

７．他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるかどうかの認定に

あたっては、取引の実情等個々の実態を充分考慮するものとする。 

８．建築物の形状を表示する立体商標であって、当該建築物の形状が当該出願前か

ら他人の建築物に係るものとして我が国において広く認識されているものである

ときは、本号の規定を適用するものとする。 

９．著名性の認定に当たっては、この基準第３の八（第４条第１項第１０号）の

７．を準用する。 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000019000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000003000000000000000000
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/19_4-1-10.pdf#page=2
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/19_4-1-10.pdf#page=2


 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

26.01   防護標章登録出願及び防護標章更新登録出願の審査について 

28.05   使用特例商標登録出願の審査について 

41.103.01 外国の地名等に関する商標について 

41.103.02 山岳名、河川名、建造物の名称等に関する商標について 

42.110.01 地域団体商標を包含する通常商標の出願に関する商標法第４条第

１項第１０号等の適用について 

42.119.01 「需要者の間に広く認識されている商標」に関する資料の取扱い 

42.119.02 外国標章等の保護に関する取扱い 

47.101.09 他人の業務と出所の混同を生ずるおそれがある商標でないこと 

 

○審判決要約集（第４条第１項第１５号） 

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/26_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/28_05.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/41_103_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/41_103_02.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_110_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_02.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/47_101_09.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_shinketu/ichiran02.pdf#page=23


 

十三、第４条第１項第１６号（商品の品質又は役務の質の誤認） 
 
 

  商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標 

 

１．「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれ」とは、その品質又は質がそ

の商品又は役務に現実に存在すると否とを問わず、その商品が有する品質又は役

務が有する質として需要者において誤認される可能性がある場合をいう。 

２．指定商品又は指定役務との関係上、品質又は質の誤認を生ずるおそれのある商

品又は役務に対して拒絶理由の通知をした場合において、品質又は質の誤認を生

じない商品又は役務に補正したときは、要旨を変更しない限り、その補正を認め

るものとし、要旨を変更するときは、その補正を却下するものとする。 

３．国家名・地名等を含む商標であって、それが指定商品又は指定役務との関係上、

商品の産地・販売地又は役務の内容の特質若しくは役務の提供の場所を表すもの

と認識されるものについては、その商標が当該国若しくは当該地以外の国若しく

は地で生産・販売される商品について使用されるとき、又は当該国家又は当該地

名等によって表される特質を持った内容の役務若しくは当該国・地で提供される

役務以外の役務について使用されるときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生

じさせるおそれがあるものとして、本号の規定を適用するものとする。 

  特に、外国の国家名を含む商標である場合には、その外観構成がまとまりよく

一体に表されている場合又は観念上の繋がりがある場合（既成語の一部となって

いる場合等国家名を認識しないことが明らかな場合を除く。）であっても、原則

として、商品の産地・販売地又は役務の内容の特質若しくは役務の提供の場所を

表すものと認識されるものとして、本号の規定を適用するものとする。 

  ただし、次のように商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせることなく適正

に表示されている場合はこの限りでないものとする。 

  (ｲ) 被服に係る商品において、商標中に「イギリス」の文字を含み、指定商品

が「イギリス製の洋服」の場合 

 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000016000000000


 

 

  (ﾛ) 飲食物の提供に係る役務において、商標中に「フランス」の文字を含み、

指定役務が「フランス料理の提供」の場合 

  なお、商標中に単に付記的に用いられている商品の産地・販売地又は役務の質

を表す国家名、地名等の文字は、補正により削除することができるものとする。 

  ただし、国際商標登録出願に係る商標については、これらの文字等を削除する

補正をすることはできない。 

（例）該当する例 

    「ＳＷＩＳＳＴＥＸ」   指定商品 第１４類 時計 

      <備考> 「ＳＷＩＳＳ」の文字は「スイス国」を認識させる。 

      該当しない例 

       「どどいつ」       指定商品 第１１類 浴槽 

               <備考> 「どどいつ」の文字は「都々逸」を認識させる。 

４．商標中に「○○博覧会金牌受領」、「○○大臣賞受領」等商品の品質又は役務

の質を保証するような文字、図形等の標章があるときは、その事実の立証を求め、

立証されないときは、第４条第１項第９号を理由として拒絶するものを除き、本

号の規定を適用するものとする。 

５．商標の付記的部分に「ＪＩＳ」､「ＪＡＳ」､「特許」､「実用新案」､「意匠」

等の文字又は記号があるときは、これらの文字等が補正により削除されない限り

本号の規定を適用するものとする。 

  ただし、国際商標登録出願に係る商標については、これらの文字等を削除する

補正をすることはできない。 

６．地域団体商標は、これが商標中の地域の名称と密接な関連性を有する商品又

は役務以外の商品又は役務について使用されるときは、商品の品質又は役務の

質の誤認を生じさせるおそれがあるものとして、本号の規定を適用するものと

する。 

ただし、指定商品又は指定役務が、例えば、次のように商品の品質又は役務の

質の誤認を生じさせることなく適正に表示されている場合は、この限りでないも

のとする。 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000009000000000


 

 

① 地域の名称が当該商品の産地であれば、「○○（地域の名称）産の△△

（商品名）」とする。 

② 地域の名称が当該役務の提供の場所であれば、「○○（地域の名称）に

おける△△（役務名）」とする。 

③ 地域の名称が当該商品の主要な原材料の産地であれば、「○○（地域の

名称）産の□□（原材料名）を主要な原材料とする△△（商品名）」と

する。 

④ 地域の名称が当該商品の製法の由来地であれば、「○○（地域の名称）

に由来する製法により生産された△△（商品名）」とする。ただし、例

えば、「インドカレー」、「江戸前すし」のように地域との密接な関連

性が希薄となり、一般的な製法と認識されるに至っている場合は、除か

れる。 

なお、上記は、地域団体商標における指定商品が「○○（地域の名称）に由来

する製法により生産された△△（商品名）」と記載されている場合において、需

要者がその商品について○○産の商品、又は、主に○○産の□□（原材料名）を

用いた商品であるかのように品質を誤認するおそれがあるときに、本号の適用を

妨げるものではない。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

41.103.01 外国の地名等に関する商標について 

41.103.02 山岳名、河川名、建造物の名称等に関する商標について 

47.101.07 「地域の名称」との関係における指定商品（指定役務）の記載に 

ついて 

88.01   外国政府との取決めについて 

 

○審判決要約集（第４条第１項第１６号） 

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/41_103_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/41_103_02.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/47_101_07.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/88_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_shinketu/ichiran02.pdf#page=36


  

十四、第４条第１項第１７号（ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示） 
 
 

 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するもの 

を表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地 

を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とする 

ぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有 

する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒に 

ついて使用をするもの 

 

１．本号は、例えば、ぶどう酒又は蒸留酒の産地を当該産地における文字で表 

 示した標章のみならず、片仮名文字、その他その翻訳と認められる文字で表 

 示した標章を有する場合も適用するものとする。 

２．本号にいう「ぶどう酒」には、アルコール強化ぶどう酒が含まれるものと 

 する。また、「蒸留酒」には、例えば、泡盛、しょうちゅう、ウイスキー、 

 ウォッカ、ブランデー、ラム、ジン、カオリャンチュー、パイカル等が含ま 

 れるが、リキュールは含まれないものとする。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

 42.117.01 ＴＲＩＰＳ協定を踏まえた商標法第４条第１項第１７号の解

釈について 

 42.117.02 商標法第４条第１項第１７号の規定に基づく産地の指定につ

いて 

 42.117.03 世界貿易機関（ＷＴＯ）加盟国のぶどう酒又は蒸留酒の産地を

表示する標章について 

 88.01   外国政府との取決めについて 

 巻末資料２ 世界貿易機関（ＷＴＯ）加盟国のぶどう酒又は蒸留酒の産地を

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000017000000000
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_117_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_117_02.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_117_03.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/88_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/data2.htm


 

 

表示する標章について 



  

十五、第４条第１項第１８号（商品又は商品の包装の機能を確保するために不可

欠な立体的形状） 
 
 

 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確 

保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標 

 

１．本号は、例えば、第３条第２項の適用に係る広告書類、取引書類等におい 

 て、商品又は商品の包装の実用的利点と謳われている商品又は商品の包装の 

 形状から発揮される機能に着目して判断することとし、その際には、特に次 

 の点に考慮するものとする。 

  (ｲ) その機能を確保できる代替的な形状が他に存在するか否か。 

  (ﾛ) 商品又は包装の形状を当該代替的な立体的形状とした場合でも、同程 

   度（若しくはそれ以下）の費用で生産できるものであるか否か。 

 

 （注）商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状であっ

ても、「商品の形状」や「商品の包装の形状」であることに変わりないこ

とから、そのような商標は、原則として、第３条第１項第３号に該当する

ものである。したがって、本号の適用が問題となるのは、実質的には第３

条第２項の適用が認められる商標である。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

 42.118.01 商標又は商標の包装の機能を確保するために不可欠な立体的

形状（商標法第４条第１項第１８号）に関する取扱い 

 

○審判決要約集（第４条第１項第１８号） 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000018000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000003000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000002000000000000000000
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_118_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_shinketu/ichiran02.pdf#page=37


十六、第４条第１項第１９号（他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をも

って使用をする商標） 
 
 

 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国に 

おける需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、

不正の目的（不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正 

の目的をいう。以下同じ。）をもつて使用をするもの（前各号に掲げるもの 

を除く。）  

 

１．例えば、次のような商標は、本号の規定に該当するものとする。 

(ｲ) 外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で登録されてい

ないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取り的に出願したも

の、又は外国の権利者の国内参入を阻止し若しくは代理店契約締結を強制

する目的で出願したもの。 

(ﾛ) 日本国内で全国的に知られている商標と同一又は類似の商標について、

出所の混同のおそれまではなくても出所表示機能を稀釈化させたり、その

名声等を毀損させる目的をもって出願したもの。 

２．本号でいう「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者まで

広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を

含むものとする。 

３．本号でいう「外国における需要者の間に広く認識されている商標」は、当該

国において周知なことは必要であるが、必ずしも複数の国において周知である

ことを要しないものとする。また、我が国における周知性も要しないものとす

る。 

４．「不正の目的」の認定にあたっては、例えば、以下の(ｲ)ないし(ﾍ)に示すよ

うな資料が存する場合には、当該資料を充分勘案するものとする。 

(ｲ) その他人の商標が需要者の間に広く知られている事実（使用時期、使用

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000019000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000000000000000


 

 

範囲、使用頻度等）を示す資料 

(ﾛ) その周知商標が造語よりなるものであるか、若しくは、構成上顕著な特

徴を有するものであることを示す資料 

(ﾊ) その周知商標の所有者が、我が国に進出する具体的計画（例えば、我が

国への輸出、国内での販売等）を有している事実を示す資料 

(ﾆ) その周知商標の所有者が近い将来、事業規模の拡大の計画（例えば、新

規事業、新たな地域での事業の実施等）を有している事実を示す資料 

(ﾎ) 出願人より、商標の買取り、代理店契約締結等の要求を受けている事実

を示す資料 

(ﾍ) 出願人がその商標を使用した場合、その周知商標に化体した信用、名声、

顧客吸引力等を毀損させるおそれがあることを示す資料 

５．本号の適用に当たっては、①及び②の要件を満たすような商標登録出願に係

る商標については、他人の周知な商標を不正の目的をもって使用するものと推

認して取り扱うものとする。 

 ① 一以上の外国において周知な商標又は日本国内で全国的に知られている商

標と同一又は極めて類似するものであること。 

 ② その周知な商標が造語よりなるものであるか、若しくは、構成上顕著な特

徴を有するものであること。 

６．周知性の認定に当たっては、この基準第３の八（第４条第１項第１０号）の

７．を準用する。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

 42.119.01 「需要者の間に広く認識されている商標」に関連する資料の取

扱い 

 42.119.02 外国標章等の保護に関する取扱い 

 42.119.03 商標法第４条第１項第１９号に関する審査について 

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/19_4-1-10.pdf#page=2
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/19_4-1-10.pdf#page=2
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_02.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_03.pdf


○審判決要約集（第４条第１項第１９号） 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_shinketu/ichiran02.pdf#page=38


  

十七、第４条第３項（第４条第１項各号の判断時期） 
 
 

 第１項第８号、第10号、第15号、第17号又は第19号に該当する商標であつ

ても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの 

規定は、適用しない。 

 

１．第４条第１項第８号、第 10 号、第 15 号、第 17 号又は第 19 号を適用するに

は、その商標登録出願が、出願時において各号の規定に該当し、かつ、査定時

においても該当しなければならないものとする。 

２．国際商標登録出願等が第４条第１項第８号、第 10 号、第 15 号、第 17 号又

は第 19 号に該当する商標であるか否かの判断時期となる商標登録出願の時と

は、以下のとおりとする。 

 

出   願 判 断 時 期 

 国際商標登録出願  国際登録の日又は事後指定の日 

 第68条の10に規定する出願時の特例の

適用のある国際商標登録出願 

 

 

 

 

 該当する国内登録の登録商標に係る商標登

録出願の日 

 なお、第68条の10に規定する特例は、国内 

登録における指定商品又は指定役務と重複し

ている範囲について認められることとなるの

で、その重複している指定商品又は指定役務 

ごとに商標登録出願の日が異なる場合がある 

 第68条の32に規定する商標登録出願  

(セントラルアタック後の国内出願)又は

第68条の33に規定する商標登録出願(議

定書廃棄後の商標登録出願) 

 国際登録の日又は事後指定の日 
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３．上記以外の第４条第１項各号の規定に該当するか否かの判断時期は、査定時

とする。 

 

（注）以下をクリックすると、審判決要約集をご覧になれます。 

○審判決要約集（第４条第３項） 
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第４ 第５条 

                           （商標登録出願） 

 
 

第５条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に 

 必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 

 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 

  二  商標登録を受けようとする商標 

  三  指定商品又は指定役務並びに第６条第２項の政令で定める商品及び役 

  務の区分 

２ 商標登録を受けようとする商標が立体的形状（文字、図形、記号若しく 

 は色彩又はこれらの結合との結合を含む。）からなる商標（以下「立体商 

 標」という。）について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書 

 に記載しなければならない。 

３ 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字（ 

 以下「標準文字」という。）のみによつて商標登録を受けようとするとき 

 は、その旨を願書に記載しなければならない。 

４ 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けよ 

 うとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の 

 一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてそ 

 の欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限 

 りでない。 

 

１．第５条第１項にいう「必要な書面」に含まれる説明書は、すべての出願につ

いて必要とするものではなく、必要な場合にのみ提出すれば足りるものとする。 
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（例） 

   (ｲ) 商標の採択の理由を説明した書面 

   (ﾛ) 指定商品の材料、製法、構造、用法、用途等を説明した書面、又は指

定役務の質、効能、用途等を説明した書面 

     (ﾊ) 願書に記載した立体商標を説明した書面 

２．願書に立体商標である旨の記載がない商標登録出願に係る商標は、原則とし

て、平面商標として取り扱うものとする。 

 

３．標準文字である旨が記載された商標登録出願であって、願書に記載された商

標の構成から、標準文字によるものと認められない出願は通常の出願として取

り扱うものとする。 

 

 (1) 標準文字による出願と認められる商標の記載例 
 

 

 とっきょちょう 

  

 国際ハーモのＪｐｏ 

  

   特 許 庁 

 文字の大きさが異なるが促音・拗音

を表示する文字と通常の文字のポイ

ント数は同じである。 

 漢字、平仮名、アルファベット等を

併せて記載することは可能である。大

文字と小文字のポイント数は同じであ

る。 

 スペースは連続しなければ複数

用いることができる。 

 

 (2) 標準文字による出願とは認められない商標の記載例 

    (ｲ) 図形のみの商標、図形と文字の結合商標 

 

         

  

    特許庁 

 
 

  特許庁商標課 



     (ﾛ) 指定文字以外の文字を含む商標 

     (ﾊ) 文字数の制限３０文字を超える文字数（スペースも文字数に加える｡) 

からなる商標 

     (ﾆ) 縦書きの商標、２段以上の構成からなる商標 

 

 

 

         特 

         許      

         庁 

 
 

特  許  庁 

商 標  課 

  

 

   特 

       許 

         庁 

 

   (ﾎ) ポイントの異なる文字を含む商標 

 

 

   

   日本国特許庁 

  

特許庁 

  

  

 ＴＯＫＫＹＯＣＨＯ 

 

     (ﾍ) 色彩を付した商標 

     (ﾄ) 文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載されている商標 

 

 

  ＴＯＫＫ   ＹＯＣＨＯ 

 
 

    ＩＮＰ   ＵＴ 

 
 

  日本国特許庁 

 

 

 

日本 
国の 



 

 

 

     (ﾁ) 花文字等特殊文字、草書体等特殊書体等で記載された商標 

 

 

 

  

      特許庁 

  

  

 

     (ﾘ) 上記(ｲ)ないし(ﾁ)以外のものであって、記載文字が容易に特定でき 

    ない商標 

 

４．標準文字によるものと認められる商標登録出願に係る商標は、願書に記載さ

れたものでなく、標準文字に置き換えて現されたものとする。 

 

５．国際商標登録出願に係る商標について「standard characters」である旨の宣言が

あっても、第５条第３項で規定する標準文字としては取り扱わないこととする。 

 

６．第５条第４項の「商標の一部でないものとみなす」部分からも外観、称呼 

 又は観念が生ずるものとする。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

15.03   優先権主張を伴う商標登録出願に関する標準文字の「商標の一

致」の判断について 

19.01 商標法第５条第３項に規定する標準文字の指定について 

19.71   国際商標登録出願について「standaed characters」である旨

の宣言があった場合の取扱い 

25.01   商標を記載した部分でない箇所について商標法第５条第４項

ただし書の規定の適用を主張している場合の取扱い 
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31.01   商標法第５条第２項の「立体商標」である旨の記載に関する補

正の取扱い 

31.02   商標法第５条第３項の「標準文字」である旨の記載に関する補

正の取扱い 

巻末資料１ 標準文字一覧 
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第５ 第６条 

（一商標一出願） 

 
 

第６条 商標登録出願は、商標の使用をする１又は２以上の商品又は役務を

指定して、商標ごとにしなければならない。 

２ 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければな

らない。 

３ 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるもの

ではない。 

 

１．指定商品又は指定役務の記載は、省令別表（商標法施行規則第６条）に掲載

されている商品又は役務の表示など、その商品又は役務の内容及び範囲が明確

に把握できるものでなければならない。 

２．小売等役務（小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供）

については、次のとおり解するものとする。 

(1) 小売等役務とは、小売又は卸売の業務において行われる総合的なサービス

活動（商品の品揃え、陳列、接客サービス等といった最終的に商品の販売に

より収益をあげるもの）をいうものとする。 

(2) 小売等役務には、小売業の消費者に対する商品の販売行為、卸売業の小売

商人に対する商品の販売行為は含まれないものとする。 

３．指定商品又は指定役務の表示が不明確で、かつ、政令で定める商品及び役務

の区分に従ったものと判断できないときは、第６条第１項及び第２項の要件を

具備しないものとして、拒絶の理由を通知する。 

（例１）複数の区分に属する可能性のある商品又は役務を以下のような表示を

もって指定商品又は指定役務とするもの。 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03801000013.html#3000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000000�


 

      第 ５類  衛生マスク及びこれらの類似商品   

      第 ７類  機械器具   

      第３７類  機械器具の貸与   

      第４０類  廃棄物の処理及びその関連役務   

 （例２）「○○○業」（業種名）や「○○○店」（施設を指称）という表示を 

もって指定商品又は指定役務とするもの。 

      第２５類  百貨店   

      第４２類  総合レンタル業   

 （例３）政令別表に掲載されている表示をもって指定商品又は指定役務とする

もの。 

      第１２類  乗物その他移動用の装置   

      第３２類  アルコールを含有しない飲料及びビール   

 ただし、政令別表に掲載されている表示と、省令別表に掲載されている

商品又は役務の表示とが一致している場合など、商品若しくは役務の内容

及び範囲又は帰属する商品及び役務の区分が明確なものはこの限りでない。 

４．指定商品又は指定役務の表示は不明確であるが、政令で定める商品及び役務

の区分に従ったものと判断できるときは、第６条第１項の要件を具備しないも

のとして、拒絶の理由を通知する。 

 (例) 一区分に属する商品又は役務を以下のような表示をもって指定商品又

は指定役務とするもの。 

      第 ２類  全ての商品 

      第２９類  食肉，その他本類に属する商品 

      第３５類  全ての役務 

      第３９類  貨物車による輸送, その他本類に属する役務 

５．上記３．ないし４．の拒絶理由の通知に対し、出願人が実質的に商品等の説

明のみを内容とする意見書又は物件提出書を提出した場合は、直ちに拒絶をす

ることなく、当該意見書又は物件提出書を斟酌し、例えば補正案を示すなど指

定商品又は指定役務その他を適切な表示に補正すべきことを指示する（審査官
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名による手続補正指示）ものとする。 

 この場合において、出願人が当該手続補正指示に対し何らの対応もしないと

き又は的確な補正等を行わないときは、その商標登録出願は、先の拒絶理由に

基づき拒絶するものとする。 

６．指定商品又は指定役務の表示は明確であるが、政令で定める商品及び役務の

区分に従っていないときは、第６条第２項の要件を具備しないものとして、拒

絶の理由を通知する。 

 (例)  第 ９類  時計 

     この場合は、「第１４類 時計」と補正することができる。 

       第３６類  雑誌による広告の代理 

     この場合は、「第３５類 雑誌による広告の代理」と補正するこ  

    とができる。 

 (例)  第１６類  雑誌, 雑誌による広告の代理 
            
     この場合は、                 と補正する 
             

    ことができる。 

７．指定商品又は指定役務の表示中に、特定の商品又は役務を表すものとして登

録商標が用いられている場合は、原則として、第６条第１項の要件を具備しな

いものとして、拒絶の理由を通知する。 

８．その他 

 (1) 商品及び役務の区分のみが記載されているときは、第５条の２第２項に基

づく補完指令の対象となる。 

 (2) 指定商品又は指定役務のみが記載されているときは、補正指令（方式）の

対象となる。 

  (3) 商品及び役務の区分が２以上である場合は、商品及び役務の区分並びに指

定商品又は指定役務を繰り返し記載していないものは補正指令（方式）の対

象となる。 

 (例) 第１類、第３類、第５類  化学品, 化粧品, 薬剤 

 

「第１６類 雑誌 
第３５類 雑誌による広告の代理」 
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      第３５類、第３６類    経営の診断及び指導, 有価証券 

                   の売買 

９．商標法等の一部を改正する法律（平成８年法律第６８号）施行の際、現に特

許庁に係属している商標登録出願は、改正前の第６条第１項に基づき上記３．

ないし６．と同様に取り扱うものとする。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

 25.71   国際商標登録出願について「商標の音訳」、「商標の翻訳」又

は「商標の記述」についての記載があった場合の取扱い 

 28.01   商標法施行規則別表の表示に従っていない役務表示について

の取扱い 

 46.01   不明確な指定商品又は指定役務の審査に関する運用について 

 

○審判決要約集（第６条） 
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                            第６ 第７条 

                             （団体商標） 

 
 

第７条 一般社団法人その他の社団（法人格を有しないもの及び会社を除く。

）若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格

を有しないものを除く。）又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員

に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。 

２ 前項の場合における第３条第１項の規定の適用については、同項中「自 

 己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。 

３ 第１項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第５条 

 第１項の商標登録出願において、商標登録出願人が第１項に規定する法人 

 であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。 

 

１．本条第１項の「その他の社団（法人格を有しないもの及び会社を除く。）」

には、例えば、商工会議所法に基づく商工会議所、商工会法に基づく商工会、特

定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人（いわゆるＮＰＯ法人）等が含

まれるものとする。 

 

２．団体商標の商標登録を受けようとする商標が「その構成員に使用をさせる」も

のでないときは、第３条第１項柱書により登録を受けることができないものとす

る（本基準第１の二（第３条第１項柱書）５．参照）。 

 

３．国際商標登録出願において｢Collective mark, certification mark, or guarantee mark｣

（団体商標、証明商標又は保証商標）と記載されている場合であって、第７条第３

項に規定する証明書（第７条第１項の法人であることを証する書面）の提出がない

場合は、団体商標として第３条第１項柱書により登録を受けることができないもの
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とする。 

  なお、団体商標の商標登録出願（国内出願）については、補正指令（方式）の

対象となる（本基準第１の二（第３条第１項柱書）６．参照）。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

 27.01   団体商標の取扱いについて 

 27.71   国際商標登録出願において「Collective mark, certification

 mark、or guarantee mark」の記載がある場合の取扱い 
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第７  第７条の２ 

（地域団体商標） 

 

一、第７条の２第１項柱書 
 

第７条の２ 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有し

ないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資

格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付され

たよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。）、商工会、

商工会議所若しくは特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に

規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人（以下「組合等」と

いう。）は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当

するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る

商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三

条の規定（同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。）にかかわらず、地域

団体商標の商標登録を受けることができる。 

 

１．第７条の２第１項柱書における主体要件について 

(1) 「事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しな

いものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる

資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に

付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。）」

（以下「事業協同組合等」という。）について 

次の①及び②を確認する。 

① 出願の際に提出された登記事項証明書その他の公的機関が発行した書

面（以下「登記事項証明書等」という。）において、出願人が法人格を

有する組合であること。 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000700200000000000000000000000000
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② 出願の際に提出された設立根拠法の写し又は願書に記載された設立根

拠法の該当条文において、「正当な理由がないのに、構成員たる資格を

有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に

付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定め」（以下「加入

自由の定め」という。）があること。 

例： 中小企業等協同組合法 第１４条 

農業協同組合法 第２０条 

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第１０条    

(2) 商工会、商工会議所又は特定非営利活動法人について 

出願の際に提出された登記事項証明書等により、出願人が商工会法により

設立された商工会であること、商工会議所法により設立された商工会議所で

あること又は特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する特定非営利活動

法人であることを確認する。 

(3) 事業協同組合等、商工会、商工会議所又は特定非営利活動法人に相当する外

国の法人について 

(ｲ) 事業協同組合等に相当する外国の法人について 

次の①、②及び③を確認する。 

① 出願の際に提出された設立根拠法の写し又は願書に記載された設立根

拠法の該当条文（これに準じる法令、通達、判例その他の公的機関が定

めた文書で代替することが可能。以下「設立根拠法の写し等」という。）

において、構成員の共同の利益の増進を目的とする旨の定めがあること。 

なお、設立根拠法の写し等が当該国の制度上存在しない場合には、出

願人に対し、定款（法人の目的、内部組織、活動等に関する根本規則。

以下同じ。）の提出を求め、当該定款において上記に定める要件を満た

していること。 

②  出願人が法人であることを公的機関が証明した書面（例：法人証明書

等）において、出願人が法人格を有すること。 



 

③ 設立根拠法の写し等において、加入自由の定めがあること。 

 (ﾛ) 商工会又は商工会議所に相当する外国の法人について 

次の①、②及び③を確認する。 

① 設立根拠法の写し等において、商工業の改善発達を図ることを目的とす

る旨及び営利を目的としない旨の定めがあること。 

なお、設立根拠法の写し等が当該国の制度上存在しない場合には、出

願人に対し、定款の提出を求め、当該定款において上記に定める要件を

満たしていること。 

② 出願人が法人であることを公的機関が証明した書面（例：法人証明書等）

において、出願人が法人格を有すること。 

③ 設立根拠法の写し等において、加入自由の定めがあること。 

 (ﾊ) 特定非営利活動法人に相当する外国の法人について 

次の①、②及び③を確認する。 

① 設立根拠法の写し等において、営利を目的としない旨及び不特定かつ多

数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、特定非営利活動促進

法第２条別表各号に掲げる活動のいずれかに該当する活動を行う旨の定

めがあること。 

なお、設立根拠法の写し等が当該国の制度上存在しない場合には、出

願人に対し、定款の提出を求め、当該定款において上記に定める要件を

満たしていること。 

② 出願人が法人であることを公的機関が証明した書面（例：法人証明書等）

において、出願人が法人格を有すること。 

③ 設立根拠法の写し等において、加入自由の定めがあること。 

２．「構成員に使用をさせる商標」について 

設立根拠法からして、構成員に商標を使用させることが想定されない組合（例

えば、消費生活協同組合、船主責任相互保険組合、農業共済組合）が出願人であ

る場合など、本願商標を構成員に使用させないことが明らかである場合には、地



 

域団体商標の商標登録を受けようとする商標は「構成員に使用をさせる商標」で

はないものとして扱う。 

３．本項柱書の「その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る

商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとき」に該

当するためには、次のすべてを満たさなければならないことに留意する。 

①出願に係る商標が出願人又はその構成員によって使用されていること（後

記５．を参照） 

②出願に係る商標が需要者の間に広く認識されていること（後記６．を参照） 

③出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして認

識されていること 

４．地域団体商標の商標登録を受けようとする商標が団体の構成員によって使用

されている場合において、その商標が「その構成員に使用をさせる商標」である

か否かを判断するときは、その構成員による商標の使用が団体の管理の下で行わ

れているか否かを考慮するものとする。 

５．本項柱書を適用して登録が認められるのは、出願に係る商標及び指定商品又

は指定役務と、使用に係る商標及び商品又は役務とが同一の場合のみとする。 

  なお、商標の同一性の判断については、この基準第２（第３条第２項）の２．

（２）及び（３）を準用する。 

６.(1)  本項柱書にいう「需要者の間に広く認識されている」とは、商品又は役

務の種類、需要者層、取引の実情等の個別事情によるが、全国的な需要者の

間に認識されるには至っていなくとも、一定範囲の需要者、例えば、隣接都

道府県に及ぶ程度の需要者に認識されていることを必要とする。 

(2) 本項柱書の規定に関する周知性の立証方法及び判断については、この基

準第２（第３条第２項）の３．を準用する。 

７. 出願に係る商標の構成中の地域の名称が本条第２項に規定する「地域の名称」

に該当しないために本条第１項各号のいずれにも該当しない場合には、本項柱

書の規定により登録を受けることができないものとする。 
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８．地域団体商標に係る指定商品又は指定役務の記載については、この基準第３

の十三（第４条第１項第１６号）を参照することとする。 
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二、第７条の２第１項第１号、第２号及び第３号（登録を受けられる商標） 

 

第１号 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通

名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標 

第２号 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示

するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字

のみからなる商標 

第３号 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役

務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に

用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表

示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いら

れる方法で表示するもののみからなる商標 

 

１. 本項各号にいう「地域の名称」には、現在の行政区画単位の地名ばかりでな

く、旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名等も含まれるものとする。 

２. 本項第１号及び第３号にいう「普通名称」の判断については、この基準第１

三、第３条第１項第１号の１．及び２．を準用する。 

３.(1) 第２号にいう「商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称」

には、例えば、次のようなものが該当する。 

① 商品「絹織物」「帯」について、「織」「紬」の名称 

② 商品「茶碗」「湯飲み」について、「焼」の名称 

③ 商品「箸」について、「塗」の名称 

④ 商品「盆」について、「彫」の名称 

⑤ 商品「かご」「行李（こうり）」について、「細工」の名称 

⑥ 商品「豚肉」について、「豚」の名称 

⑦ 役務「入浴施設の提供」「宿泊施設の提供」について、「温泉」の名称 

⑧ 役務「梨狩り園の提供」について、「梨狩り」の名称 
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(2) 商品又は役務の特質を表示する文字と普通名称からなるものであって、

需要者に全体として特定の商品又は役務を表示するものとして使用され、

認識されている名称は、上記３．(1)にいう「商品又は役務を表示するもの

として慣用されている名称」に含まれるものとする。 

（例）「天然あゆ」「完熟トマト」 

４.(1) 第３号にいう「商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付され

る文字として慣用されている文字」には、例えば、次のようなものが該当す

る。 

① 産地に付される文字の例 

   「本場」「特産」「名産」 

② 提供の場所に付される文字の例 

   「本場」 

(2) 次に掲げる文字のように、商品又は役務について慣用されているもので

あっても、商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付されるもの

とは認められないものは、本号には該当しない。 

（例）「特選」「元祖」「本家」 

   「特級」「高級」 

５．例えば、次のような商標は、第１号から第３号のいずれにも該当しないもの

とする。 

① 「地域の名称」のみからなるもの、又は「地域の名称」が含まれないもの 

② 「商品又は役務の普通名称」のみからなるもの、又は「商品又は役務を表

示するものとして慣用されている名称」のみからなるもの 

③ 「商品又は役務の普通名称」、又は「商品又は役務を表示するものとして

慣用されている名称」のいずれも含まないもの 

④ 第１号から第３号に規定された文字以外の文字（例えば、上記４．(2)に

該当するもの）、記号又は図形を含むもの 

⑤ 識別力が認められる程度に図案化された文字からなるもの 



 

三、第７条の２第２項（地域の名称） 

 

第２項  前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録

出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務

の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密

接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。 

 

１．本項の規定の適用に際しては、本条第４項の規定により提出された「出願に

係る商標が本項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必

要な書類」により、商品又は役務の種類、需要者層、取引の実情等の個別事情を

勘案して、商標中にその地域の名称を用いることが相当と認められるか否かを判

断するものとする。 

２．本項にいう「商品の産地」とは、例えば、次のような地域をいうものとする。 

(1) 農産物については、当該商品が生産された地域 

(2) 海産物については、当該商品が水揚げ又は漁獲された地域 

(3) 工芸品については、当該商品の主要な生産工程が行われた地域 

３．本項にいう「役務の提供の場所」とは、例えば、次のような地域をいうもの

とする。 

(1) 温泉における入浴施設の提供については、温泉が存在する地域 

４．本項にいう「これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連

性を有すると認められる地域」とは、例えば、次のようなものが該当する。 

(1) 原材料の産地が重要性を有する加工品について 

原材料の産地が重要性を有する加工品については、その加工品の主要原

材料が生産等された地域が本項に該当し、例えば、次のようなものがある。 

①「そばのめん」について、原材料「そばの実」の産地 

②「硯」について、原材料「石」の産地 

(2) 製法の由来地が重要性を有する工芸品について 
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製法の由来地が重要性を有する工芸品については、当該商品の重要な製

法が発祥し由来することとなった地域が本項に該当し、例えば、次のよう

なものがある。 

①「織物」について、伝統的製法の由来地 

５．(1) 出願に係る商標が、本項に規定する「地域の名称を含むものであること

を証明するため必要な書類」により、例えば、次のような事実が確認でき

たときは、本項にいう「地域の名称」として取り扱うものとする。 

① 地域の名称が当該商品の産地である場合 

ａ． 出願人又はその構成員が当該商品をその地域において生産してい

ること 

ｂ． 出願人又はその構成員が出願に係る商標を当該商品について使用

していること 

② 地域の名称が当該役務の提供の場所である場合 

ａ．出願人又はその構成員が当該役務をその地域において提供してい

ること 

ｂ．出願人又はその構成員が出願に係る商標を当該役務について使用

していること 

③ 地域の名称が当該商品の主要な原材料の産地である場合 

ａ．当該商品が、例えば、商品を生産するために不可欠な原材料や商

品全体の大半を占める原材料であるなど、主要な原材料の産地が着

目され取引されている商品であること 

ｂ．出願人又はその構成員がその地域において生産されたその主要な

原材料を用いた当該商品を生産していること 

ｃ．出願人又はその構成員が出願に係る商標を当該商品について使用

していること 

④ 地域の名称が当該商品の製法の由来地である場合 

ａ．出願人又はその構成員がその地域に由来する製法で当該商品を生



 

産していること 

ｂ． 出願人又はその構成員が出願に係る商標を当該商品について使用

していること 

(2) 上記(1)の事実は、例えば、次のような証拠方法によるものとする。 

① 新聞、雑誌、書籍等の記事 

② 公的機関等の証明書 

③ パンフレット、カタログ、内部規則 

④ 納入伝票、注文伝票等の各種伝票類 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

27.02   地域団体商標の取扱いについて 

27.71   国際商標登録出願において「Collective mark, certification  

mark、or guarantee mark」の記載がある場合の取扱い 

42.110.01 地域団体商標を包含する通常商標の出願に関する商標法第４条 

第１項第１０号等の適用について 

47.101.01 地域団体商標登録出願に係る主体要件について 

47.101.03 地域団体商標登録出願に係る商標の周知性について 

47.101.04 商標が地域の名称及び商品（役務）の名称等の文字のみからなる 

こと 

47.101.05 商標中の地域の名称が商品（役務）と密接な関連性を有することに 

ついて 

47.101.06 他人の商標との類否判断について 

47.101.07 「地域の名称」との関係における指定商品（指定役務）の記載に 

ついて 

47.101.08 他人の周知商標と同一又は類似の商標について 

47.101.09 他人の業務と出所の混同を生ずるおそれがある商標でないこと 

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
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http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_110_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/47_101_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/47_101_03.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/47_101_04.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/47_101_05.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/47_101_06.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/47_101_07.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/47_101_08.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/47_101_09.pdf


 

 

47.101.10 地域団体商標に係る団体の構成員について 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/47_101_10.pdf


  

第８ 第８条 

                             （先  願） 

 
 

第８条 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商 

 標について異なつた日に２以上の商標登録出願があつたときは、最先の商 

 標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 

２ 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標に 

 ついて同日に２以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協 

 議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受 

 けることができる。 

３ 商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商 

 標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出 

 願は、前２項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。 

４ 特許庁長官は、第２項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議を 

 してその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない｡ 

５ 第２項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項 

 の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじ 

 により定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。 

 

１．商標登録出願が同日に相互に同一又は類似の関係にある他人の出願と競合した

ときは、該当するすべての商標登録出願に対し、第８条第４項の協議命令と、第

８条第２項及び第５項の拒絶理由の通知とを同時に行うこととする。 

ただし、事前に第８条第２項の協議が成立した旨又は協議が不成立である旨の

書面が提出されているときは、この限りでない。 

 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000004000000000000000000�
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２．商標登録出願人から登録を受けることのできる一の商標登録出願人を定める協

議が不成立である旨の書面が提出された場合又は上記１．の協議命令に対し、特

許庁長官の指定する期間内に協議が成立した旨の書面が提出されない場合は、特

許庁長官が行う公正な方法によるくじの手続を行う。 

 

３．協議が成立したときは、協議により定められた一の商標登録出願人に係る商標

が登録された後、他の商標登録出願について、第８条第２項に基づき、拒絶査定

をするものとする。また、くじが実施されたときは、くじにより定められた一の

商標登録出願人に係る商標が登録された後、他の商標登録出願について、第８条

第５項に基づき拒絶査定をするものとする。 

 

４．協議の結果の届出については、例えば、下記様式１「商標法第８条第４項に基

づく協議の結果届」（平成１２年１月１日以後の出願については様式２「協議の

結果届」）によるが、商標登録を受けることができる者について協議が成立した

場合には、当該結果届には協議が成立したことを証する書面（下記文例参照）の

添付を要するものとする。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

 28.04   使用に基づく特例の適用の主張とその要件（附則第８条第１項及び第

２項関係）について 

28.05   使用特例商標登録出願の審査について 

 28.08   意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

第４条の趣旨について 

44.01   商標法第８条第２項、第４項及び第５項の規定する同日に２以上の商

標登録出願があった場合の取扱い 

  

○審判決要約集（第８条） 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000002000000000000000000�
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庁長官の定める基準」（平成２４年特許庁告示第６号）に適合するかどう

かにより判断するものとする。 

(1) 産業の発展に寄与することを目的とし、「博覧会」「見本市」等の名

称の如何にかかわらず、産業に関する物品等の公開及び展示を行うもの

であること。 

(2) 開設地、開設期間、出品者及び入場者の資格、出品者数並びに出品物の種

類及び数量等が、本項の趣旨に照らして適当であると判断されるものである

こと。 

(3) 日本国において開催される博覧会については、原則として、政府等が協賛

し、又は後援する博覧会その他これに準ずるものであること。 

 （注）本規定に関する基準は、平成２４年４月１日より施行するものとする。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

16.01   出願時の特例の主張に係る取扱いについて 

16.02   出願時の特例が認められない場合の取扱い 

16.03   改正前の商標法第９条第１項の規定に基づく特許庁長官の指 

定を受けた博覧会についての取扱い 

16.04   特許庁長官の定める博覧会の基準についての説明 

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/16_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/16_02.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/16_03.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/16_04.pdf


第９ 第９条 

（出願時の特例） 

 

第９条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会

であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世

界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若

しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同

盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当

しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国

際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した

商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用を

した商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から

６月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願

をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみ

なす。 

２ 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者

は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、か

つ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及

び商品又は役務であることを証明する書面を商標登録出願の日から３０日

以内に特許庁長官に提出しなければならない。 

 

１．博覧会は広く解し、品評会を含むものとする。 

２．本条第１項でいう「政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長

官の定める基準に適合するもの」及び「パリ条約の同盟国、世界貿易機関

の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内

でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であ

つて特許庁長官の定める基準に適合するもの」かどうかは、以下の「特許

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000900000000001000000000000000000


庁長官の定める基準」（平成２４年特許庁告示第６号）に適合するかどう

かにより判断するものとする。 

(1) 産業の発展に寄与することを目的とし、「博覧会」「見本市」等の名

称の如何にかかわらず、産業に関する物品等の公開及び展示を行うもの

であること。 

(2) 開設地、開設期間、出品者及び入場者の資格、出品者数並びに出品物の種

類及び数量等が、本項の趣旨に照らして適当であると判断されるものである

こと。 

(3) 日本国において開催される博覧会については、原則として、政府等が協賛

し、又は後援する博覧会その他これに準ずるものであること。 

 （注）本規定に関する基準は、平成２４年４月１日より施行するものとする。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

16.01   出願時の特例の主張に係る取扱いについて 

16.02   出願時の特例が認められない場合の取扱い 

16.03   改正前の商標法第９条第１項の規定に基づく特許庁長官の指 

定を受けた博覧会についての取扱い 

16.04   特許庁長官の定める博覧会の基準についての説明 

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/16_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/16_02.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/16_03.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/16_04.pdf


  

 

第１０ 第１０条 

                            （出願の分割） 

 
 

第１０条 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係 

 属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対す 

 る訴えが裁判所に係属している場合に限り、２以上の商品又は役務を指定 

 商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を１又は２以上の新たな商標 

 登録出願とすることができる。 

２ 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にした 

 ものとみなす。ただし、第９条第２項並びに第１３条第１項において準用 

 する特許法（昭和３４年法律第１２１号）第４３条第１項及び第２項（第 

１３条第１項において準用する同法第４３条の２第３項において準用する 

 場合を含む。）の規定の適用については、この限りでない。 

 

１．指定商品又は指定役務が包括表示で記載されている場合でも、その包括表示

に含まれる個々の指定商品又は指定役務ごとに出願を分割することができるも

のとする。 

 

２．国際商標登録出願については、第６８条の１２の規定により、本条の規定は

適用しない。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

 17.01   分割出願とは認められない場合の通知について 

 

○審判決要約集（第１０条） 
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第１１ 第１５条の３ 

                          （先願未登録商標） 

 
 

第１５条の３ 審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の 

 日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、 

 その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若し 

 くは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、 

 当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第１５条 

第１号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書 

 を提出する機会を与えることができる。 

２ 前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録 

 されたときは、前条の通知をすることを要しない。 

 

１．本条第１項によって通知をした理由に基づき拒絶の査定をするときは、拒 

 絶理由の通知で引用した先願の商標が登録された後に行うものとする。 

２．拒絶の理由で引用した先願商標の指定商品又は指定役務について補正があ 

 ったとしても、改めて拒絶理由の通知をすることを要しないものとする。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

 40.01   先願未登録商標に基づく拒絶理由の通知 
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第１２ 第１６条 

（商標登録の査定） 

 

 

第１６条 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由

を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない｡ 

 
 

商標法施行令 

第２条 商標法第１６条（同法第５５条の２第２項（同法第６０条の２第２

 項（同法第６８条第５項において準用する場合を含む。）及び第６８条第

４項において準用する場合を含む。）及び第６８条第２項において準用す 

 る場合を含む。次項において同じ。）の政令で定める期間は、同法第５条 

の２第１項又は第４項（同法第６８条第１項において準用する場合を含 

む。）の規定により認定された商標登録出願の日（当該商標登録出願が同

法第１５条第３号に該当する旨の拒絶の理由を審査官が通知した場合で手 

 続の補正により同号に該当しなくなったときにあつてはその補正について 

 手続補正書を提出した日、当該商標登録出願が次の各号に掲げる規定の適 

 用を受けるときにあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合にお 

 ける商標登録出願の日）から１年６月とする。 

 一 商標法第９条第１項、第１０条第２項（同法第１１条第５項、第１２

条第３項、第６５条第３項及び第６８条第１項において準用する場合を

  含む。）又は第６８条の３２第２項（同法第６８条の３３第２項におい

  て読み替えて準用する場合を含む。）の規定 

 二 商標法第１７条の２第１項（同法第６８条第２項において準用する場

  合を含む。）及び第５５条の２第３項（同法第６０条の２第２項（同法

第６８条第５項において準用する場合を含む。）及び第６８条第４項に 
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  おいて準用する場合を含む。）において準用する意匠法第１７条の３第

１項の規定 

２ 前項の規定にかかわらず、商標法第６８条の９第１項の規定により商標 

 登録出願とみなされた領域指定に係る同法第１６条の政令で定める期間 

 は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の 1989 年 6 月 27 日にマドリッ

 ドで採択された議定書第３条の３に規定する領域指定の通報が行われた日 

 （商標法第６８条の３第１項に規定する国際事務局から同法第６８条の９

第１項に規定する国際登録簿に登録された事項についての更正の通報で経 

 済産業省令で定めるものが行われた場合であつて、当該更正の通報に係る 

 事項について拒絶の理由を審査官が通知するときは、当該更正の通報が行 

 われた日）から１年６月とする。 

 

１．商標登録出願について、本条で規定する「政令で定める期間」内に拒絶の理由

を発見したか否かは、当該出願に係る拒絶理由通知書を発送した日を基準にする

こととする。 

 

２．拒絶理由通知書が出願人に到達せず特許庁へ戻され、再度発送された場合であ

っても、本条の「政令で定める期間」内に拒絶の理由を発見したか否かは、当該

拒絶理由通知書を最初に発送した日を基準にすることとする。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

 40.03   政令で定める期間内における拒絶理由の通知 

 

○審判決要約集（第１６条） 
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第１３ 第１６条の２及び第１７条の２ 

（補正の却下） 

 
 

第１６条の２ 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受 

 けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものである 

 ときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。 

２ 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さ 

 なければならない。 

３ 第１項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があ 

 つた日から３月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をして 

 はならない。 

４ 審査官は、商標登録出願人が第１項の規定による却下の決定に対し第４

５条第１項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその 

 商標登録出願の審査を中止しなければならない。 

 

第１７条の２ 意匠法（昭和３４年法律第１２５号）第１７条の３（補正後 

 の意匠についての新出願）の規定は、第１６条の２第１項の規定により、 

 決定をもつて補正が却下された場合に準用する。 

２ 意匠法第１７条の４の規定は、前項又は第５５条の２第３項（第６０条の

２第２項において準用する場合を含む。）において準用する同法第１７条の

３第１項に規定する期間を延長する場合に準用する。 

 
 

意匠法第１７条の３ 意匠登録出願人が前条第１項の規定による却下の決定 

 の謄本の送達があつた日から３月以内にその補正後の意匠について新たな 

 意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続

き 
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 補正書を提出した時にしたものとみなす。 

２ 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出 

 願は、取り下げたものとみなす。 

３ 前２項の規定は、意匠登録出願人が第１項に規定する新たな意匠登録出 

 願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録 

 出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。 

 

１．要旨変更であるかどうかの判断の基準は、次のとおりとする。 

 (1) 指定商品又は指定役務について 

(ｲ) 指定商品又は指定役務の範囲の変更又は拡大は、非類似の商品若しくは

役務に変更し、又は拡大する場合のみならず、他の類似の商品若しくは役

務に変更し、又は拡大する場合も要旨の変更である。 

(ﾛ) 指定商品又は指定役務の範囲の減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載を

明瞭なものに改めることは、要旨の変更ではない。 

(ﾊ) 小売等役務に係る補正は、次のとおりとする。 

① 「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱

う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

（総合小売等役務）を、その他の小売等役務（以下「特定小売等役務」

という。）に変更する補正は、要旨の変更である。 

また、特定小売等役務を総合小売等役務に変更する補正も、要旨の

変更である。 

② 特定小売等役務について、その取扱商品の範囲を減縮した特定小売

等役務に補正するのは要旨の変更ではないが、その取扱商品の範囲を

変更又は拡大した特定小売等役務に補正するのは、要旨の変更である。 

③ 小売等役務を商品に変更する補正も、また、商品を小売等役務に変

更する補正も、要旨の変更である。 

 (2) 商標について  



 

(ｲ) 商標中の付記的部分に、「ＪＩＳ」、「ＪＡＳ」、「特許」、「実用新

案」、「意匠」等の文字若しくは記号又は商品の産地・販売地若しくは役

務の提供の場所を表す文字がある場合、これらを削除することは、原則と

して、要旨の変更ではない。 

(ﾛ) 商標中の付記的部分でない普通名称、品質若しくは質の表示、材料表示

等の文字、図形、記号又は立体的形状を変更し、追加し、又は削除するこ

とは要旨の変更である。 

    （例）① 商標「桜羊かん」のうち「羊かん」の文字を削除し、又は変 

       更すること 

       ② 商標「桜」について「羊かん」の文字を追加すること 

             ③ 商標「椿銀行」のうち「銀行」の文字を削除し、又は変更す 

              ること 

       ④ 商標「椿」について「銀行」の文字を追加すること  

  (ﾊ) 商標の色彩の変更は要旨の変更である。 

(ﾆ) 商標登録出願後、第５条第２項の規定による「立体商標」である旨の願

書への記載を追加することによって平面商標を立体商標へ変更しようとす

ること、又は削除することによって立体商標を平面商標へ変更しようとす

ることは、原則として、要旨の変更である。 

(ﾎ) 商標登録出願後、第５条第３項の規定による「標準文字」である旨の願

書への記載を補正によって追加又は削除することは、原則として、要旨の

変更である。 

(ﾍ) 商標登録出願後、第５条第４項ただし書きの規定による色彩の適用を受

けようとすることは、要旨の変更である。 

 

２．国際商標登録出願については、第６８条の１８の規定により、第１７条の２

第１項において準用する意匠法第１７条の３の規定は、適用しない。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 
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○商標審査便覧 

25.01   商標を記載した部分でない箇所について商標法第５条第４項ただし 

書の規定の適用を主張している場合の取扱い 

31.01   商標法第５条第２項の「立体商標」である旨の記載に関する補正の 

取扱い 

31.02   商標法第５条第３項の「標準文字」である旨の記載に関する補正の 

取扱い 

31.71   国際事務局より通報された「商品等に関する限定（limitation）」 

が要旨の変更となる場合の取扱い 

41.100.02 立体商標の識別力の審査に関する運用について 

 

○審判決要約集（第１６条の２及び第１７条の２） 
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第１４ 第６４条 

                        （防護標章登録の要件） 

 

 

第６４条 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を 

 表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その 

登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品

に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによ

りその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれ

があるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と 

同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。 

２ 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示す 

 るものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商 

 標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似 

 する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその 

 役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがある 

 ときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の 

 標章についての防護標章登録を受けることができる。 

３ 地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前２項の規定の

適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の

」とする。 

 

１．「需要者の間に広く認識されている場合」とは、「著名の程度に至った場 

 合」をいう。 

２．著名度の判断基準については、次のとおりとする。 

 (1) 防護標章登録出願に係る登録商標（以下「原登録商標」という。）の使 

  用開始時期、使用期間、使用地域、使用商品又は使用役務の範囲等の事実 



 

  を考慮する。 

 (2) 原登録商標の広告、宣伝等の程度又は普及度について考慮する。 

 (3) 原登録商標権者の企業規模、営業関係（生産又は販売状況等）、企業の 

  取扱い品目等について商品又は役務との関連を考慮し、当該企業の状況を 

  考察する。 

  (4) 原登録商標の著名であることが特許庁において顕著な事実であるかどう 

  かを検討する。 

３．商品又は役務の出所の混同を生ずるか否かは、原登録商標の指定商品又は 

 指定役務と防護標章登録出願の指定商品又は指定役務との関係について、次 

 の事項を考慮し、総合的に判断するものとする。 

 (1) 非類似商品との関係では、生産者、販売者、取扱い系統、材料、用途等 

  の見地からみて、また、非類似役務との関係では、提供者、提供内容、提 

  供の用に供する物等の見地からみて、同一企業からでたものと一般的に認 

  識されること 

 (2) (1)以外の場合であっても､商品又は役務の出所につき原登録商標権者と 

  密接な関連があるものと一般的に認識されること 

４．商品又は役務の普通名称を含む商標を、その商品又は役務以外の商品又は 

 役務について防護標章登録出願をした場合であっても、他の要件を具備して 

 いる限り、防護標章登録を認めるものとする。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

 26.01   防護標章登録出願及び防護標章更新登録出願の審査について 

 

○審判決要約集（第６４条） 

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/26_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_shinketu/ichiran02.pdf#page=47


  

 

第１５ 第６５条の２、３及び４ 

          （防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録） 

 

 
 

第６５条の２ 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日か 

 ら１０年をもつて終了する。 

２ 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新す 

ることができる。ただし、その登録防護標章が第６４条の規定により防護標

 章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。 

     

第６５条の３ 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をす 

 る者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければな 

 らない。 

  一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 

 二  防護標章登録の登録番号 

 三  前２号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 

２ 更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前６月 

 から満了の日までの間にしなければならない。 

３ 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前 

 項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願がで 

 きなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった 

 日から２月以内でその期間の経過後６月以内に限り、その出願をすること 

 ができる。 

４ 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは 

 、存続期間は、その満了の時（前項の規定による出願があつたときは、そ 

 の出願の時）に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶 

 をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000006400000000000000000000000000000


 

 の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。 

     

第６５条の４ 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録 

 の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき 

 旨の査定をしなければならない。 

 一 その出願に係る登録防護標章が第６４条の規定により防護標章登録を

受けることができるものでなくなつたとき。 

 二 その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でない 

  とき。 

２ 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願につ 

 いて拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなけ 

 ればならない。 

 

１．商標原簿上の権利者の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所と出願人の 

 これらの表示とが相違しているときは、その原簿上の権利者と出願人とは、 

 同一人ではないものとする（例えば、一方の表示が「△△△株式会社」とあ 

 るのに対し他方の表示が「△△△カムパニー」とある場合）。 

２．防護標章の更新登録出願の願書に誤って標章が記載され、又は指定商品若 

 しくは指定役務が記載されているときは、それらの記載はないものとして取 

 り扱うものとする。   

３．防護標章の更新登録出願に係る登録防護標章が第６４条の規定により防護 

 標章登録を受けることができなくなったものであるか否かの判断においては 

 この基準第１４（第６４条）の１．ないし３．を準用する。その場合には、 

 特に原登録商標の使用状況を充分に勘案するものとする。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000006400000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000006400000000000000000000000000000
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/38_64.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm


  

 

 26.01   防護標章登録出願及び防護標章更新登録出願の審査について 

 26.02   防護標章更新登録出願の願書と登録原簿との照合の結果、出願人が防

護標章登録に基づく権利を有する者と相違する場合の取扱い 

 45.01   防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が重複して

なされた場合の取扱い 

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/26_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/26_02.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/45_01.pdf


  

 

第１６ 第６８条の９，１０，１１，１２，１３， 

  　 １５，１６，１７，１８，２０及び２８ 

（国際商標登録出願に係る特例） 

 

 

第６８条の９ 日本国を指定する領域指定は、議定書第３条（４）に規定す 

 る国際登録の日（以下「国際登録の日」という。）にされた商標登録出願 

 とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書第３条の３（２）の規定に 

 より国際登録に係る事後指定が議定書第２条（１）に規定する国際事務局 

 の登録簿（以下「国際登録簿」という。）に記録された日（以下「事後指 

 定の日」という。）にされた商標登録出願とみなす。 

２ 日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲 

 げる事項は、第５条第１項の規定により提出した願書に記載された同表の 

 下欄に掲げる事項とみなす。 
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000000000000000000000000


 

 

第６８条の１０ 前条第１項の規定により商標登録出願とみなされた領域指 

 定（以下この章において「国際商標登録出願」という。）に係る登録商標 

 （以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。）がその商 

 標登録前の登録商標（国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条にお 

 いて「国内登録に基づく登録商標」という。）と同一であり、かつ、国際 

 登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登 

 録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登 

 録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商 

 標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲に 

 ついては、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされてい 

 たものとみなす。 

２ 第６８条の３２第３項及び第４項の規定は、前項の国際商標登録出願に 

 準用する。 

 

第６８条の１１ 国際商標登録出願についての第９条第２項の規定の適用に 

 ついては、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出 

 願の日から３０日以内」とする。 

 

第６８条の１２ 国際商標登録出願については、第１０条の規定は、適用し 

 ない。 

 

第６８条の１３ 国際商標登録出願については、第１１条及び第６５条の規 

 定は、適用しない。 

 

第６８条の１５ 国際商標登録出願については、第１３条第１項において読 

 み替えて準用する特許法第４３条第１項から第４項までの規定は、適用し 

 ない。 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000006800900000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000006803200000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000900000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001300000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html#1000000000000000000000000000000000000000000000004300000000001000000000000000000


  

 

２ 国際商標登録出願についての第１３条第１項において読み替えて準用す 

 る特許法第４３条の２第３項において準用する同法第４３条第１項の規定 

 の適用については、同項中「特許出願と同時」とあるのは、「国際商標登 

 録出願の日から３０日以内」とする。 

 

第６８条の１６ 国際商標登録出願についての第１３条第２項において準用 

 する特許法第３４条第４項の規定の適用については、同項中「相続その他 

 の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とす 

 る。 

２ 国際商標登録出願については、第１３条第２項において準用する特許法 

第３４条第５項から第７項までの規定は、適用しない。 

 

第６８条の１７ 国際登録の名義人の変更により国際登録において指定され 

 た商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登 

 録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたも 

のとみなす。 

 

第６８条の１８ 国際商標登録出願については、第１７条の２第１項又は

第５５条の２第３項（第６０条の２第２項において準用する場合を含む。

）において準用する意匠法第１７条の３の規定は、適用しない。        

                 

２ 国際商標登録出願については、第１７条の２第２項において準用する

意匠法第１７条の４の規定は、適用しない。 

 

第６８条の２０ 国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は 

 一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務 

 の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001300000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html#1000000000000000000000000000000000000000000000004300200000003000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html#1000000000000000000000000000000000000000000000004300000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001300000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003400000000004000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001300000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003400000000005000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003400000000005000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001700200000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000005500200000003000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000006000200000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO125.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001700300000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001700200000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO125.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001700400000000000000000000000000


 

 

 

２ 前条第１項の規定により読み替えて適用する第１８条第２項の規定によ 

 り設定の登録を受けた商標権（以下「国際登録に基づく商標権」という｡) 

 は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、そ 

 の消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅した 

 ものとみなす。 

３ 前２項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

 

第６８条の２８ 国際商標登録出願については、第１５条の２（第５５条の

２第１項（第６０条の２第２項において準用する場合を含む。）において

準用する場合を含む。）又は第１５条の３（第５５条の２第１項（第６０

条の２第２項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含

む。）の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又 

は指定役務について補正をすることができる。 

２  国際商標登録出願については、第６８条の４０の規定は、適用しない。 

 

１．第６８条の１０（国際商標登録出願の出願時の特例）については次のとおり

取り扱うものとする。 

(１)第６８条の１０の適用を受けることができるのは、当該国際商標登録出願

の査定時において有効に存続している国内登録に基づく登録商標（以下「国

内登録商標」という）であって、同条に規定する要件をすべて満たしている

場合に限るものとし、例えば、出願中の商標又は国際商標登録出願に基づく

登録に係る商標については適用されないものとする。 

(２)国際商標登録出願と国内登録商標に係る指定商品又は指定役務が重複して

いるか否かの判断は、次のとおりとする。 

 ① 国際商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が、当該国内登録商標の

出願時には存在していないという充分な心証を得られたときは、重複して

いるものとはしない。 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000006801900000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001800000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001500200000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000005500200000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000005500200000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000006000200000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001500300000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000005500200000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000006000200000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000006000200000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000006804000000000000000000000000000
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 ② 国際商標登録出願に係る指定商品が、当該国内登録商標の出願時に存在

していないものであっても、①の基準にかかわらず、商品の品質、形状、

用途、機能等及び当該商品が属すべき指定商品のもつ商品概念並びに取引

の通念を総合的に勘案して、当該国内登録商標に係る指定商品と実質的に

同一種類のものとみられる場合は、当該指定商品と重複しているものとす

る。また、国際商標登録出願に係る指定役務についても、指定商品の場合

と同様に取り扱うものとする。 

  ただし、例えば、当該指定商品が「木製机」のように特定されている場

合に「金属製机」まで重複しているものと取り扱うものではない。 

(３)国際商標登録出願に係る商標と国内登録商標に係る商標との同一について

は、厳格に解し、その構成及び態様が同一（相似形のものを含む。）のもの

に限るものとする。 

(４)国際商標登録出願が２以上の商品又は役務を指定している場合であって、

重複に係る国内登録商標が１又は２以上ある場合について、第６８条の１０

の規定により出願の日が遡及するか否かは、それぞれ国内登録商標との関係

で第６８条の１０が規定する要件を満たすものであるかを考察し、要件を満

たすものである場合は、その指定商品又は指定役務ごとにそれぞれ国内登録

商標における出願の日に遡及するものとする。 

 

２．国際商標登録出願に係る商標の補正は、国際登録の性質上、これをすること

ができない。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

 45.71   商標法第６８条の１０で規定する国際商標登録出願の出願時の特例

についての取扱い 

  

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000006801000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000006801000000000000000000000000000
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/45_71.pdf


  

 

第１７ 附則第２条、第３条、第４条、第６条、 

         第１１条、第１２条及び第２４条 

                               （書換） 

 
 

附則 

第２条 平成４年３月３１日までにされた商標登録出願に係る商標権を有す

 る商標権者は、申請により、次条第１項の申請書の提出の日に効力を有す 

 る第６条第２項の政令で定める商品及び役務の区分に従つて、その商標権 

 の指定商品の書換の登録（以下「書換登録」という。）を受けなければな 

 らない。 

２ 特許庁長官は、書換登録の申請及びその審査の状況を勘案して、前項の 

規定により指定商品の書換登録を受けなければならない商標権の範囲及び

書換登録の申請の受付を開始する日（次条第２項において「受付開始日」 

という。）を指定するものとする。 

 

第３条 書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必 

要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 

 一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所 

 二 商標登録の登録番号 

 三 書換登録を受けようとする指定商品並びに前条第１項に規定する商品

  及び役務の区分 

２ 書換登録の申請は、受付開始日から起算して６月に達する日以後最初に 

到来する商標権の存続期間の満了の日（以下「存続期間満了日」という。 

）から起算して前６月から存続期間満了日後１年までの間にしなければな 

らない。 
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３ 書換登録の申請をすべき者は、前項に規定する期間内にその申請ができな

かつたことについて正当な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、そ

の理由がなくなつた日から２月以内でその期間の経過後６月以内にその申 

請をすることができる。 

 

第４条 書換登録の申請は、その申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質 

的に超えないように、附則第２条第１項に規定する商品及び役務の区分に 

従つてしなければならない。 

２ 書換登録の申請をする者は、第３５条において準用する特許法第９７条

第１項（放棄）に規定する者があるときは、これらの者の承諾を得なけれ

ばならない。 

 

第６条 審査官は、書換登録の申請が次の各号の一に該当するときは、その 

申請について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 

 一 その申請が、附則第４条第１項に規定する要件を満たしていないとき。

 二 その申請をした者が当該商標権者でないとき。 

 

第１１条 書換登録の申請をすべき者が附則第３条第２項若しくは第３項に

規定する期間内に書換登録の申請をしなかつた場合、書換登録の申請につ 

いて拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した場合、附則第１４条第

１項の審判において書換登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合又は

附則第２７条第２項において準用する特許法第１８条第１項若しくは同法

第１８条の２第１項の規定により書換登録の申請が却下された場合には、

その商標権は、存続期間満了日の後に到来する存続期間の満了の日に消滅

する。 
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第１２条 書換は、登録によりその効力を生ずる。 

２ 附則第８条の査定があつたときは、商標権の指定商品を書き換えた旨の 

登録をする。 

３ 前項の場合において、申請書に記載されなかつた指定商品に係る商標権 

は、登録の時に消滅する。 

４ 第２項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなけ 

ればならない。 

 一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所 

 二 商標登録の登録番号 

 三 書換登録前の指定商品及び商品の区分 

 四 書換登録後の指定商品並びに商品及び役務の区分 

 五 商標登録出願の年月日 

 六 書換登録の年月日 

 七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 

第２４条 書換登録の申請その他書換登録に関する手続をした者は、事件が 

審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることがで 

きる。 

 
 

 

１．附則第６条第１号については、次のとおり取り扱うものとする。 

  (1) 書換登録を受けようとする指定商品がその書換申請に係る商標権の指定 

商品の範囲を実質的に超えている場合ばかりでなく、書換登録を受けよう

とする指定商品が商品及び役務の区分に従っていない場合も、「附則第４

条第１項に規定する要件を満たしていないとき」に該当する。 

  (2) 当該商品及び役務の区分は、申請書の提出の日に効力を有する商品及び 

役務の区分である。 
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  (3) 書換登録を受けようとする指定商品がその商標権に係る商標登録出願の 

時に存在していないという充分な心証を得たときは、商標権の指定商品の

範囲を実質的に超えているものとして、拒絶するものとする。 

  (4) (3)の基準にかかわらず､商品の品質、形状、用途、機能等及び当該商品 

が属すべき指定商品のもつ商品概念並びに取引の通念を総合的に勘案して、

当該指定商品と実質的に同一種類のものとみられる場合は、当該指定商品

に属するものとして取り扱うものとする。 

 ただし、例えば、当該指定商品が「木製机」のように特定されている場

合に「金属製机」まで指定商品に属するものとして取り扱うものではない。 

２．書換登録を受けようとする商品については、書換申請書に記載した商品（先 

に手続補正書の提出があった場合においては、補正後の商品を含む。）を変更

又は拡大する補正も認めるものとする。 

 ただし、書換申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超える商品に補

正したときは、附則第６条第１号に該当するものとして、当該書換申請を拒絶

するものとする。 

３．書換申請中の商標権が消滅した場合（例えば、存続期間の更新の申請がない 

ため又は更新申請が却下されたために存続期間が更新されずに満了した場合、

当該商標権の全指定商品について放棄、無効又は取消しがあった場合等）には、

当該書換申請を却下するものとする。 

４．書換申請中の商標権の指定商品の一部について放棄、無効又は取消しがあっ 

た場合において、当該一部指定商品が書換登録を受けようとする商品と同一で

あるか、又は含むものであるときは、商標権の指定商品の範囲を実質的に超え

るものとして、その書換申請を拒絶するものとする。 

  

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

 45.02   書換の対象となっている商標権と重複する商標登録出願の取扱い 

49.01   書換審査の取扱い 
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 49.02   書換登録申請者と登録原簿との照合の結果、書換登録申請者が商標権

者と相違する場合の取扱い  

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/49_02.pdf


第１８ その他 

 

１．２以上の拒絶の理由を発見したときは、原則として、同時にすべての拒絶の

理由を通知することとする(その中には、例えば第 6 条に基づく拒絶の理由も含

まれるものとする。)。 

２．第 6 条に基づく拒絶の理由に応答して商品等の説明のみを内容とする意見書

等が提出された場合であっても、新たに他の拒絶の理由を発見したときには、

本基準第 5(第 6 条)の 5.による補正を指示することなく、当該他の拒絶の理由

を通知することができるものとする。 

３．代理人を解任せず新たに他の代理人を追加委任したときは、書類は、新たな

代理人にあて送付するものとする。ただし、前の代理人にあて送付してもらい

たい旨の申出があったときは、この限りでない。 

４．第 4 条第 1 項第 11 号等の審査においては、手続の補完がされた商標登録出願

については、第 5 条の 2 第 4 項により手続補完書を提出した日が商標登録出願

の日と認定されていることに充分留意するものとする。 

５．第 11 条及び第 12 条に規定する｢査定・・・が確定した｣時とは、登録査定に

あっては登録査定謄本の送達があった時とする。 

６．同一人が同一の商標について同一の商品又は役務を指定して重複して出願し

たときは、第 68 条の 10の規定に該当する場合を除き、原則として、先願に係

る商標が登録された後、後願について｢商標法制定の趣旨に反する。｣との理由

により、拒絶をするものとする。商標権者が登録商標と同一の商標について同

一の商品又は役務を指定して登録出願したときも、同様とする。 

７．防護標章の更新登録出願をすることができる期間内に防護標章登録に基づく

権利を有する者から同一の登録防護標章について重複して２以上の防護標章の

更新登録出願があったときは、先願に係る存続期間更新の登録がされた後、後

願について｢商標法制定の趣旨に反する。｣との理由により、拒絶をするものと

する。 
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（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

 45.01   防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が重複して

なされた場合の取扱い 

45.02   書換の対象となっている商標権と重複する商標登録出願の取扱い 

 

○審判決要約集（その他） 

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/45_01.pdf
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http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_shinketu/ichiran02.pdf#page=49


 

第１９ 意匠法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第５５号） 

附則第７条及び第８条 

（特例小売商標登録出願） 

 
 

（施行後三月間にした商標登録出願についての特例） 

第七条 この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間にした

商標登録出願であって、小売等役務について使用をする商標に係るもの（以

下この条において「特例小売商標登録出願」という。）についての商標法第

四条第一項（第十一号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同号

中「するもの」とあるのは、「するもの（その商標登録に係る指定役務が

第二条第二項に係るものである場合において、同項に係る役務について使用

をするものを除く。）」とする。 

２ 特例小売商標登録出願についての商標法第八条第一項の規定の適用につ

いては、同項中「役務」とあるのは、「役務（第二条第二項に規定する役務

を除く。）」とする。 

３ 特例小売商標登録出願についての商標法第八条第二項の規定の適用につ

いては、当該特例小売商標登録出願は、同日にしたものとみなす。 

 

（使用に基づく特例の適用） 

第八条 前条第四項の規定により同日にしたものとみなされた二以上の商標

登録出願がある場合において、その商標登録出願がこの法律の施行前から自

己の業務に係る小売等役務について日本国内において不正競争の目的でな

く使用をしている商標について商標登録を受けようとするものであるとき

は、その商標登録出願人は、使用に基づく特例の適用を主張することができ

る。 
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２ 使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、商標法第八条第四項

の規定により指定された期間内に、その旨を記載した書面及びその商標登録

出願が次の各号のいずれにも該当することを証明するために必要な書類を

特許庁長官に提出しなければならない。 

一 その商標登録出願に係る商標がこの法律の施行前から日本国内におい

て自己の業務に係る小売等役務について使用をしているものであること。

二 その商標登録出願に係る指定役務が前号の小売等役務であること。 

３ 使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願であって、前項各号の

いずれにも該当するもの（以下この条において「使用特例商標登録出願」と

いう。）についての商標法第四条第一項（第十号に係る部分に限る。）の規

定の適用については、同項第十号中「使用をするもの」とあるのは、「使用

をするもの（自己の業務に係る役務（第二条第二項に規定する役務に限る。）

を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であつてその

役務について使用をするものを除く。）」とする。 

４ 第一項に規定する場合において、当該二以上の商標登録出願のいずれかが

使用特例商標登録出願であるときは、商標法第八条第五項の規定の適用につ

いては、同項中「特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の

商標登録出願人」とあるのは、「意匠法等の一部を改正する法律（平成十八

年法律第五十五号）附則第八条第三項に規定する使用特例商標登録出願の商

標登録出願人（当該使用特例商標登録出願が二以上あつたときは、それらの

使用特例商標登録出願の商標登録出願人）」とする。 

５ 商標法第二十四条の四及び第五十二条の二の規定は、前項の規定により読

み替えられた同法第八条第五項の規定の適用により、同一又は類似の小売等

役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標に係る商標権に

ついて異なった者を商標権者とする設定の登録があった場合に準用する。 
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１．先後願に関する審査の特例（附則第７条関係の特例） 

(1) 小売等役務に係る商標登録出願についての先後願の審査は、次のとおり扱

うこととする。 

(ｲ) 平成１９年４月１日から３月を経過する日までの間（「３月を経過す

る日」の６月３０日が行政機関の閉庁日（土曜日）に当たるため、商標

法第７７条第１項において準用する特許法第３条第２項の規定により７

月２日（月曜日）までとなる。以下「特例期間」という。）にした商標

登録出願であって、小売等役務について使用をする商標に係る出願（以

下「特例小売商標登録出願」という。）については、小売等役務につい

て使用する商標を引用商標としては、商標法第４条第１項第１１号及び

第８条第１項を適用しない。 

(ﾛ) 特例期間内に、同一又は類似の小売等役務について使用をする同一又

は類似の商標について２以上の特例小売商標登録出願があるときは、特

例小売商標登録出願が改正法附則第７条第４項により同日出願とみなさ

れることから、商標法第８条第４項の協議命令を発するとともに、同条

第２項及び第５項の拒絶理由を通知する。 

(ﾊ) 特例小売商標登録出願について、商品について使用をする商標又は小

売等役務以外の役務について使用する商標を引用商標とする場合は、出

願日を基準に先後願を判断し、商標法第４条第１項第１１号並びに第８

条第１項及び第２項を適用する。 

(2) 特例期間内の商品又は小売等役務以外の役務に係る商標登録出願について

は、小売等役務について使用する商標を引用商標とする場合を含め、出願日

を基準に先後願を判断し、商標法第４条第１項第１１号並びに第８条第１項

及び第２項を適用する。 

(3) 特例期間中に出願された商標のうち、先後願の審査の特例（附則第７条及

び第８条）が適用されるのは、小売等役務について使用する商標のみであっ

て、同一の商標登録出願において小売等役務のほかに商品や小売等役務以外
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の役務が指定されていたとしても、商品に係る商標や小売等役務以外の役務

に係る商標の部分についてまで先後願の審査の特例は適用されない。 

２．使用に基づく特例の適用（附則第８条第１項及び第２項関係） 

(1) 使用に基づく特例の適用に関する判断において、その特例小売商標登録出

願が次の①及び②に該当するか否かは、附則第８条第２項に従って協議命令

の指定期間内に提出された書類によって判断することとする。 

① 出願に係る商標が施行前から日本国内において自己の業務に係る小売等

役務について使用しているものであること。 

② 出願に係る指定役務が①の小売等役務であること。 

(2) 上記(1)の①における施行前からの商標の使用は、原則として、出願人でな

ければならない。 

(3) 特例小売商標登録出願に係る商標の使用を証明するために必要な書類にお

いて、商標が商品や商品の包装、商品の価格表、取引書類、広告自体に表示

されている場合には、その表示態様に応じて、商標が個別具体的な商品の出

所を表示しているのか、または、取扱商品に係る小売等役務の出所を表示し

ているのかを考察し、小売等役務についての使用であるか否かを判断するも

のとする。 

(4) 附則第８条第２項の規定による書類が形式的には提出されていたとしても、

その特例小売商標登録出願が次の①又は②のいずれかに該当すると認められ

るときは、使用に基づく特例の適用を認めないこととする。 

その結果、その特例小売商標登録出願が商標法第８条第５項により商標登

録を受け得る出願と認められない場合であっても、直ちにくじの実施の通知

や、商標法第８条第５項による拒絶査定をするのでなく、その特例小売商標

登録出願が次の①又は②のいずれかに該当するために使用に基づく特例の適

用を認められない旨を通知し、出願人に反論の機会を与えることとし、その

反論をもってしても、依然として次の①又は②のいずれかに該当すると判断

されるときに、くじの実施の通知又は商標法第８条第５項による拒絶査定を

行うこととする。 
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① 附則第８条第２項に従って提出された書類によって、その特例小売商標

登録出願が附則第８条第２項各号（上記(1)の①及び②）に該当すると認め

られなかった場合。 

② 出願人による小売等役務についての商標の使用が不正競争の目的による

ものであると認められる場合。 

３．使用に基づく特例を適用した特例小売商標登録出願の審査（附則第８条第３

項及び第４項関係） 

(1) 使用に基づく特例の適用が認められる特例小売商標登録出願（以下「使用

特例商標登録出願」という。）については、その出願に係る商標が他人の周

知商標と同一又は類似の関係（同一又は類似の商品又は役務について使用す

る同一又は類似の商標であること）にあったとしても、使用特例商標登録出

願に係る商標が出願人の業務に係る小売等役務を表示するものとして周知で

あるときは、商標法第４条第１項第１０号の規定は適用しない。 

ただし、当該使用特例商標登録出願に係る商標より他人の周知商標の方が

著名と認められるときは、出所の混同を生ずるおそれがある商標として当該

使用特例商標登録出願に商標法第４条第１項第１５号の規定を適用するもの

とする。 

(2) 複数の特例小売商標登録出願について商標法第８条第４項の規定による協

議命令があった場合には、他の拒絶理由が存在しない限り、使用特例商標登

録出願を優先的に登録することとする。その場合において、使用特例商標登

録出願が２以上あるときは、それぞれの使用特例商標登録出願が重複して登

録し得ることとする。 

なお、使用に基づく特例の適用がない特例小売商標登録出願については、

原則として、使用特例商標登録出願を登録した後に、附則第８条第４項の規

定により読み替えて適用する商標法第８条第５項の規定に違反することを理

由に拒絶査定をすることとする。
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（参考）第８条第３項及び第４項の規定による商標登録の可否は次の図表の

とおり。 

（図表）商標登録の可否 

競合している出願       

著名 周知 使用・未周知 未使用 

著名 重複登録 ○ ○ ○ 

周知 × 重複登録 ○ ○ 

使用・未周知 × × 重複登録 ○ 

審
査
対
象
の
出
願 未使用 × × × 協議とくじ 

 
※ ○単独登録 ×拒絶 
※ 重複登録は２以上の商標登録の重複の場合を含む。 

 

４．附則第８条第５項において準用する商標法第５２条の２第１項の審判におい

て商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から５年を経過していない場

合においても、商標法第５１条第２項の適用があるものとする。 

５．国際商標登録出願についても上記１．ないし４．を適用する。 

  

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

 28.03   特例小売商標登録出願の先後願に関する審査の特例（附則第７条関

係）について 

 28.04   使用に基づく特例の適用の主張とその要件（附則第８条第１項及び第

２項関係）について 

 28.05   使用特例商標登録出願の審査について 

 28.06   小売等役務に係る使用に基づく特例の適用主張の前後において出願

人の名義変更がある場合の取扱い 

 28.07   特例小売商標登録出願人の子会社、系列会社、組合構成員、加盟店等

の業務に係る小売等役務の商標の使用を商標登録出願人の業務に係
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る小売等役務の商標の使用として認める場合の取扱い 

 28.08   意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

第４条の趣旨について 
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